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福
祉
国
家
体
制
の
再
編
に
関
す
る
一
考
察

福祉国家体制の再編に関する一考察ー「ジェンダーJの視点からー

ー
「
ジ
ェ
ン
ダ
l
」

の
視
点
か
ら
|

野

眞

也

生
涯
学
習
教
育
研
究
セ
ン
タ
ー

上

は
じ
め
に

戦
後
の
先
進
諸
国
は
、
保
守
も
草
新
勢
力
も
経
済
成
長
と
完
全
雇
用
を
確
保
し
社
会
保
障
を
充
実
さ
せ
る
福
祉
国
家
体
制
の
充
実
に

つ
い
て
合
意
し
て
き
た
が
、
七
0
年
代
半
ば
以
降
の
福
祉
国
家
の
経
済
的
行
き
詰
ま
り
か
ら
「
福
祉
国
家
の
危
機
」
を
転
機
に
福
祉
の

後
退
や
納
税
者
の
氾
濫
な
ど
が
起
き
た
。
多
く
の
国
家
で
は
経
済
・
社
会
政
策
と
し
て
新
保
守
主
義
的
改
革
や
社
会
民
主
主
義
的
改
革

の
取
り
組
み
を
行
う
こ
と
で
、
社
会
保
障
制
度
を
含
む
福
祉
国
家
体
制
を
再
編
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
こ
れ
ま
で
現
代
の
福
祉
国
家
体

制
に
つ
い
て
は
、
そ
の
基
本
原
理
に
基
づ
い
て
幾
つ
か
の
モ
デ
ル
化
と
分
析
が
行
わ
れ
て
き
た
。
本
論
文
は
、
そ
の
諸
モ
デ
ル
の
福
祉

国
家
体
制
が
内
包
し
て
い
る
ジ
ェ
ン
ダ
I
構
造
に
焦
点
を
当
て
、
福
祉
国
家
の
再
構
築
に
向
け
た
政
策
の
変
化
に
よ
っ
て
ど
の
よ
う
な
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説

影
響
が
あ
る
の
か
と
い
う
こ
と
を
テ
l
マ
と
す
る
。

第
一
章
で
は
、
福
祉
国
家
体
制
の
モ
デ
ル
研
究
を
ジ
エ
ン
ダ
1
の
視
点
か
ら
確
認
し
、
日
本
は
ど
の
よ
う
な
特
徴
を
も
っ
た
福
祉
国

家
レ
ジ
ー
ム
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
か
に
つ
い
て
考
え
る
。
次
に
第
二
章
で
は
、
経
済
の
低
成
長
や
社
会
保
障
コ
ス
ト
の
増
大
と
い
う
環

境
下
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
タ
イ
プ
の
国
家
が
福
祉
国
家
体
制
を
維
持
す
る
た
め
に
ど
の
よ
う
な
雇
用
政
策
を
と
り
う
る
の
か
、
そ
れ
は
ジ
ェ

ン
ダ
l
の
視
点
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
も
つ
の
か
を
検
討
す
る
。
第
三
寧
で
は
、
日
本
の
福
祉
国
家
体
制
を
再
編
さ
せ
よ
う
と
す
る
政

策
の
方
向
性
と
、
政
府
の
ジ
ェ
ン
ダ
l
政
策
に
よ
り
生
ま
れ
る
新
た
な
国
家
レ
ジ
ー
ム
の
ジ
ェ
ン
ダ
1
構
造
を
明
ら
か
に
す
る
。

論

第
一
章

ジ
エ
ン
ダ
ー
か
ら
見
る
福
祉
国
家
モ
デ
ル

先
進
諸
国
の
比
較
福
祉
国
家
研
究
と
し
て
、
ゥ
ィ
レ
ン
ス
キ
l
、
テ
ィ
ト
マ
ス
、
エ
ス
ピ
ン
日
ア
ン
デ
ル
セ
な
ピ
ア
ソ
λ
が
ど
が

福
祉
国
家
体
制
の
基
本
原
理
や
制
度
、
文
化
特
性
に
つ
い
て
モ
デ
ル
学
試
み
て
き
た
。
こ
れ
ら
の
研
究
は
多
国
間
の
統
計
デ

1
2

駆
使
し
、
ま
た
国
家
内
の
権
力
構
造
を
考
慮
し
て
分
析
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
中
で
も
権
力
資
源
モ
デ
ル
の
代
表
例
で
あ
る
エ
ス
ビ

ー
ア
ン
デ
ル
セ
ン
は
保
守
主
義
モ
デ
ル
、
自
由
主
義
モ
デ
ル
、
社
会
民
主
主
義
モ
デ
ル
に
福
祉
国
家
を
類
型
化
し
む
フ
ラ
ン
ス
や

下
イ
ツ
な
ど
保
守
主
義
モ
デ
ル
の
国
は
、
社
会
保
険
に
よ
り
運
営
さ
れ
る
社
会
保
障
制
度
を
基
礎
と
し
、
労
働
者
の
所
得
保
障
を
福
祉

国
家
の
目
的
と
す
る
。
ア
メ
リ
カ
や
イ
ギ
リ
ス
な
ど
自
由
主
義
モ
デ
ル
の
国
は
、
貧
困
と
失
業
の
緩
和
を
社
会
保
障
の
目
的
と
し
、
社

会
保
障
の
対
象
は
所
得
調
査
(
ミ
l
ン
ズ
テ
ス
ト
)
に
よ
り
選
別
さ
れ
た
者
と
な
る
。
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
な
ど
ス
カ
ン
ジ
ナ
ピ
ア
諸
国
に

代
表
さ
れ
る
社
会
民
主
主
義
モ
デ
ル
は
、
平
等
、
普
遍
的
所
得
再
分
配
、
所
得
保
障
を
目
的
と
し
、
税
に
よ
る
均
一
給
付
を
原
則
と
し
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て
い
る
。

福祉国家体制の再編に関する一考察ー「ジェジダーJの視点からー

し
か
し
こ
の
分
析
に
は
、
女
性
、
環
境
、
平
和
な
ど
の
ニ
ュ

1
・
ポ
リ
テ
ィ
ク
ス
の
視
点
に
関
す
る
配
慮
は
な
い
。
戦
後
の
生
活
水

準
の
向
上
と
と
も
に
、
人
々
の
価
値
観
は
「
物
質
主
義
的
」
な
も
の
か
ら
「
脱
物
質
主
義
的
」
な
も
の
へ
と
変
化
I
V》
政
策
の
中
に
も

そ
の
よ
う
な
新
し
い
価
値
観
を
反
映
す
る
こ
と
が
要
求
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
。
特
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
「
緑
の
党
」
の
台

頭
な
ど
は
、
政
治
的
ア
ジ
エ
ン
ダ
の
質
的
な
変
化
を
象
徴
す
る
も
の
で
あ
り
社
会
民
主
主
義
政
党
を
始
め
既
存
政
党
の
政
策
へ
大
き
な

変
化
を
も
た
ら
し
て
い
る
。
既
に
従
来
の
「
左
|
右
」
、
「
大
き
な
政
府
|
小
さ
な
政
府
」
と
い
う
対
抗
軸
だ
け
で
は
、
「
福
祉
国
家
の

危
機
」
を
経
て
新
た
な
局
面
で
再
編
し
つ
つ
あ
る
現
代
福
祉
国
家
を
一
面
的
に
し
か
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。

戦
後
の
先
進
諸
国
に
お
け
る
福
祉
国
家
の
発
展
は
、
巨
視
的
に
見
れ
ば
労
働
者
や
女
性
、
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
l
、
障
害
者
な
ど
に
対
し

て
幅
広
く
寛
容
な
社
会
権
的
市
民
権
の
拡
大
を
行
っ
て
き
た
。
こ
れ
は
エ
ス
ピ
ン
"
ア
ン
デ
ル
セ
ン
が
分
析
に
用
い
た
「
労
働
の
脱
商

品
化
」
と
「
階
層
化
」
の
変
数
に
関
わ
る
も
の
で
あ

bv
福
祉
国
家
は
新
中
間
階
層
の
増
大
と
と
も
に
社
会
保
障
を
思
恵
・
慈
普
的
な

も
の
か
ら
社
会
権
へ
と
そ
の
理
念
を
発
達
さ
せ
て
き
た
と
い
え
よ
う
。
し
か
し
、
微
視
的
に
ジ
ェ
ン
ダ
l
の
視
点
か
ら
福
祉
国
家
の
構

造
を
見
る
と
、
エ
ス
ピ
ン
"
ア
ン
デ
ル
セ
ン
の
国
家
レ
ジ
ー
ム
は
「
稼
得
者
と
し
て
の
男
性
」
と
「
主
婦
と
し
て
の
女
性
」
と
い
う
伝

統
的
役
割
を
前
提
と
し
て
い
る
。
エ
ス
ピ
ン
日
ア
ン
デ
ル
セ
ン
は
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
か
ら
の
批
判
に
対
し
、
「
脱
家
族
主
義
」
と
い
う
指

、
1

4

楳
を
新
た
に
設
け
、
福
祉
国
家
の
充
実
に
よ
っ
て
ど
こ
ま
で
家
族
の
依
存
が
軽
減
さ
れ
る
カ
を
羽
定
し
た
保
守
主
義
モ
デ
ル
の
中
で

も
家
族
主
義
の
強
い
イ
タ
リ
ア
、
ス
ペ
イ
ン
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
、
日
本
な
ど
と
他
の
保
守
主
義
の
ド
イ
ツ
、
フ
ラ
ン
ス
な
ど
の
差
を
比
較

し
た
結
果
、
別
の
国
家
レ
ジ
ー
ム
と
し
て
モ
デ
ル
化
す
る
ほ
ど
の
大
き
な
速
い
は
な
い
と
し
て
い
る
。

日
本
が
他
国
に
比
ぺ
極
め
て
効
率
的
な
社
会
保
障
費
の
支
出
に
よ
り
福
祉
国
家
の
形
成
を
行
う
こ
と
が
で
き
た
の
は
、
脱
商
品
化
・

脱
家
父
長
制
化
が
弱
い
と
い
う
制
度
特
性
と
西
欧
諸
国
よ
り
遅
れ
て
高
齢
化
社
会
を
迎
え
た
と
い
う
こ
と
が
理
由
の
一
つ
で
あ
る
。
現
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在
日
本
で
は
、
西
欧
諸
国
が
経
験
し
た
以
上
の
速
さ
で
進
む
成
熟
社
会
へ
の
対
応
と
し
て
福
祉
国
家
の
再
構
築
が
始
ま
っ
た
と
考
え
ら

れ
る
。
エ
ス
ピ
ン
"
ア
ン
デ
ル
セ
ン
・
モ
デ
ル
へ
の
批
判
と
し
て
ジ
ェ
ン
ダ
ー
へ
の
視
点
を
欠
く
こ
と
、
日
本
の
位
置
づ
け
が
明
確
で

な
い
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
た
が
、
新
し
い
論
文
で
は
日
本
型
福
祉
国
家
を
自
由
主
義
l
残
余
主
義
モ
デ
ル
と
保
守
主
義
|
コ
ー
ポ
ラ
テ
イ

ズ
ム
モ
デ
ル
の
双
方
が
組
合
わ
さ
っ
た
独
特
の
合
成
型
で
あ
り
、
ま
だ
西
欧
に
比
し
て
完
成
段
階
に
逮
し
て
い
な
い
発
展
途
上
に
あ
る

と
分
析
し
て
い
お
。

福
祉
国
家
体
制
の
成
熟
化
に
伴
い
社
会
保
障
の
内
容
が
救
貧
的
な
社
会
給
付
の
要
求
か
ら
自
立
や
自
己
実
現
な
ど
へ
と
国
家
の
積
極

的
な
関
与
を
求
め
る
も
の
へ
と
変
化
す
る
中
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
国
家
体
制
の
社
会
制
度
が
予
定
し
て
い
る
国
家
・
市
場
・
家
庭
の
関
艇

や
、
男
性
と
女
性
の
社
会
的
役
割
が
大
き
く
変
化
し
た
。
家
族
は
私
的
分
野
、
市
場
は
職
能
的
連
帯
分
野
、
国
家
は
公
権
力
の
介
入
に

よ
る
分
野
に
関
係
し
て
い
る
が
、
国
家
制
度
は
女
性
と
男
性
の
生
き
方
を
そ
れ
ぞ
れ
の
国
の
伝
統
的
な
性
別
役
割
に
基
づ
き
制
度
化
し

た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
三
者
の
協
力
関
係
の
違
い
に
よ
り
異
な
っ
た
福
祉
国
家
構
造
を
形
成
し
て
き
た
と
も
言
え
る
。
こ
の
よ
う
な
ジ
エ

ン
ダ
l
の
視
点
に
よ
る
分
析
に
と
っ
て
、
社
会
保
障
の
制
度
設
計
に
お
け
る
家
庭
・
共
同
体
の
位
置
づ
け
と
、
公
的
制
度
と
イ
ン
ヲ
ォ

l

マ
ル
・
セ
ク
タ
ー
の
関
係
が
重
要
な
鍵
と
な
る
。

そ
れ
で
は
こ
の
よ
う
な
問
題
意
識
を
前
提
と
し
て
、
次
に
A
・
シ
l
ロ
フ
の
女
性
の
働
き
や
す
さ
と
国
家
政
策
の
関
係
に
よ
る
福
祉

国
家
レ
ジ
ー
ム
の
検
討
に
進
み
た
い
。

飴

(
シ
l
ロ
フ
の
分
析
)

こ
の
福
祉
国
家
体
制
の
分
析
方
法
は
、
女
性
の
社
会
進
出
と
そ
れ
ら
を
促
進
す
る
た
め
の
施
策
の
充
実
度
と
い
う
こ
変
数
に
よ
っ
て
、

O
E
C
D加
盟
各
国
の
統
計
デ
l
タ
に
よ
り
国
家
を
分
類
し
た
も
の
で
あ
る
。
横
軸
は
無
償
労
働
か
ら
の
自
由
と
有
償
労
働
へ
の
自
由
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福祉国家体制の再編に関する一考察ー「ジェンダーJの視点からー

と
い
う
観
点
に
注
目
し
て
男
女
賃
金
格
差
や
男
女
の
雇
用

と
失
業
の
比
率
を
ス
ケ
ー
ル
化
し
た
「
女
性
の
働
き
や
す

さ
」
を
表
し
、
縦
軸
は
社
会
保
障
費
、
家
族
政
策
費
、
児

童
福
祉
、
出
産
・
育
児
休
暇
な
ど
の
状
況
を
国
別
順
位
で

ラ
ン
ク
付
け
し
「
家
族
福
祉
施
策
の
充
実
度
」
を
表
す
も

の
と
し
て
、
図
ー
の
よ
う
な
タ
イ
ポ
ロ
ジ

l
を
導
き
出
し

た。
図
1
の
右
上
に
は
、
社
会
民
主
主
義
的
な
政
策
で
家
族

福
祉
施
策
が
充
実
し
て
お
り
、
女
性
が
社
会
に
進
出
し
や

す
い
ス
カ
ン
ジ
ナ
ピ
ア
諸
国
な
ど
の
国
々
が
固
ま
っ
て
い

る
。
右
下
に
は
、
女
性
の
社
会
進
出
を
促
進
す
る
(
あ
る

い
は
中
立
的
)
が
、
そ
の
た
め
の
家
事
や
育
児
な
ど
の
サ
ー

ビ
ス
は
市
場
に
よ
り
自
己
責
任
で
ま
か
な
う
べ
き
で
あ
る

と
す
る
、
英
国
や
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
、
カ
ナ
ダ
な
ど
の
ア

ン
グ
ロ
サ
ク
ソ
ン
の
国
々
が
該
当
す
る
。
左
上
に
は
、
女

性
は
家
庭
で
家
事
・
育
児
に
従
事
し
、
男
性
が
外
で
稼
ぐ

と
い
う
性
に
よ
る
役
割
分
担
が
強
固
な
国
で
、
フ
ラ
ン
ス
、

ド
イ
ツ
な
ど
の
欧
州
大
陸
闘
が
位
置
す
る
。
左
下
に
は
、

女性に対する仕事と福祉のインセンティブ

v
v
b

捌

川

剛
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こ
れ
ら
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
国
々
で
あ
る
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
、
ス
ペ
イ
ン
、
ギ
リ
シ
ャ
、
ス
イ
ス
な
ど
の
中
央
・
甫
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

の
国
々
と
日
本
が
分
類
さ
れ
る
。

図
の
右
半
分
の
国
々
は
、
主
に
個
人
の
個
性
と
能
力
を
生
か
す
た
め
女
性
の
社
会
進
出
を
進
め
女
性
の
独
立
を
保
障
す
る
「
個
人
モ

デ
ル
」
を
中
心
と
し
た
国
々
と
な
り
、
左
側
は
性
に
基
づ
く
家
族
の
役
割
分
担
を
前
提
と
し
、
男
性
が
外
で
働
き
女
性
が
家
事
・
育
児

を
担
う
こ
と
を
基
調
と
す
る
家
族
の
収
入
を
確
保
す
る
男
性
の
優
越
性
を
推
進
す
る
「
稼
得
者
モ
デ
ル
」
の
国
々
に
分
類
さ
れ
る
。

ま
た
、
児
童
手
当
な
ど
の
福
祉
給
付
に
つ
い
て
も
、
稼
得
者
モ
デ
ル
の
国
々
で
は
多
く
が
男
性
(
父
)
に
な
さ
れ
て
い
る
の
に
対
し
、

個
人
モ
デ
ル
の
国
で
は
全
て
が
女
性
(
母
)
に
な
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
福
祉
給
付
が
い
ず
れ
の
性
に
な
さ
れ
る
の
か
と
い
う
こ
と
が
、

社
会
保
障
制
度
が
男
性
を
中
心
と
し
た
家
庭
(
家
父
長
制
)
に
主
眼
を
置
く
の
か
、
個
人
に
対
し
て
保
障
し
よ
う
と
す
る
の
か
と
い
う

制
度
構
造
の
違
い
を
明
ら
か
に
す
る
。
こ
の
よ
う
に
福
祉
国
家
制
度
の
基
本
原
理
の
違
い
が
女
性
の
社
会
進
出
を
促
進
し
た
り
抑
制
し

た
り
す
る
効
果
を
生
じ
さ
せ
て
い
る
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。

倫

(
セ
イ
ン
ズ
ベ
リ
の
分
析
)

ま
た
、
セ
イ
ン
ズ
ペ
リ
は
、
国
家
を
稼
得
者
(
世
帯
主
)
モ
デ
ル
と
(
独
立
)
個
人
モ
デ
ル
に
分
類
す
る
こ
と
で
、
福
祉
国
家
に
潜

む
ジ
ェ
ン
ダ
1
バ
イ
ア
ス
を
検
出
す
匁
前
者
は
家
長
で
あ
る
夫
と
被
扶
養
者
で
専
業
主
婦
で
あ
る
喪
に
よ
る
家
族
で
構
成
さ
れ
、
年

金
や
疾
病
保
険
な
ど
の
社
会
保
障
は
夫
に
付
随
し
、
税
な
ど
も
家
督
者
を
中
心
と
す
る
家
族
単
位
で
取
り
扱
わ
れ
る
。
賃
金
も
男
性
を

優
先
し
た
も
の
と
な
り
、
育
児
は
個
人
の
責
任
で
無
償
労
働
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
。
後
者
で
は
家
族
に
お
け
る
夫
と
妻
は
と
も
に

役
割
を
分
担
す
る
も
の
で
あ
り
、
社
会
保
障
・
税
の
単
位
は
す
べ
て
個
人
単
位
に
行
わ
れ
る
。
こ
の
た
め
扶
養
控
除
な
ど
も
な
く
、
賃

金
も
男
女
平
等
で
あ
り
、
育
児
に
つ
い
て
は
国
の
強
い
サ
ポ
ー
ト
が
行
わ
れ
、
有
償
労
働
と
し
て
の
サ
ー
ビ
ス
が
充
実
し
て
い
る
。
そ
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の
結
果
、
女
性
が
男
性
と
同
じ
よ
う
に
働
く
こ
と
を
基
本
と
し
て
い
る
。

こ
の
二
分
法
は
、
性
差
の
社
会
的
関
係
に
注
目
し
て
個
人
単
位
か
世
帯
単
位
か
と
い
う
家
父
長
制
関
係
を
際
立
た
せ
る
も
の
で
福
祉

国
家
内
の
家
族
内
部
に
お
け
る
ジ
ェ
ン
ダ
1
構
造
(
権
力
関
係
)
を
考
え
る
際
の
中
心
的
概
念
で
あ
る
が
、
な
ぜ
そ
の
よ
う
な
構
造
が

形
成
さ
れ
る
の
か
と
い
う
動
態
的
な
分
析
に
は
別
の
変
数
が
必
要
と
な
る
。
シ
l
ロ
フ
や
セ
イ
ン
ズ
ベ
リ
の
分
析
は
、
主
に
労
働
と
家

庭
福
祉
の
ジ
ェ
ン
ダ
l
聞
の
不
均
衡
を
指
標
化
す
る
こ
と
で
、
エ
ス
ピ
ン
"
ア
ン
デ
ル
セ
ン
の
福
祉
国
家
体
制
の
三
類
型
を
補
完
し
深

化
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
が
、
社
会
保
障
政
策
の
支
出
額
や
そ
の
特
徴
に
よ
り
ジ
エ
ン
ダ
l
ギ
ャ
ッ
プ
を
析
出
す
る
と
い
う
実
証
的
方
法

に
も
、
指
標
化
に
あ
た
っ
て
各
国
の
統
一
的
な
順
位
化
が
難
し
い
こ
と
、
ま
た
国
に
よ
り
異

な
る
国
家
l
市
場
l
家
庭
の
相
互
関
係
を
マ
ク
ロ
的
に
評
価
す
る
こ
と
が
難
し
い
と
い
う
限

界
が
付
き
ま
と
っ
て
い
勺

福祉国家体制の再編に関する一考察ー「ジェンダーj、の視点からー

(
武
川
の
分
析
)

武川モデル

脱商品化

次
に
、
武
川
は
、
現
代
福
祉
国
家
の
新
保
守
主
義
的
再
編
や
ネ
オ
・
コ

l
ポ
ラ
テ
イ
ズ
ム

的
再
編
に
よ
る
変
化
に
つ
い
て
、
深
層
部
の
変
化
を
捉
え
る
た
め
に
資
本
制
と
家
父
長
制
の

関
係
に
注
目
す
る
。
資
本
主
義
に
と
っ
て
危
機
管
理
シ
ス
テ
ム
で
も
あ
っ
た
福
祉
国
家
体
制

で
は
、
労
働
力
の
商
品
化
は
不
可
欠
の
前
提
で
あ
る
。
し
か
し
、
人
間
の
生
活
に
は
賃
労
働

の
対
概
念
と
し
て
の
家
事
労
働
(
無
償
労
働
)
を
常
に
伴
っ
て
お
り
、
家
父
長
制
が
そ
れ
ら

の
関
係
を
規
定
し
て
き
た
こ
と
を
看
過
で
き
な
い
。
武
川
は
図
2
の
よ
う
に
、
労
働
の
商
品

化
・
脱
商
品
化
の
軸
と
家
父
長
制
・
脱
家
父
長
制
の
軸
を
用
い
て
福
祉
国
家
体
制
の
分
析
を

図2

脱家父畏制化

I E 
家父長制化

町

商品化

資本制と家父長制から見た福祉国家の類型

E 

出典:武川正吾将土会政策のなかの現代』、 156 頁。
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脱

行、っ。

飴

こ
の
モ
デ
ル
の
第
I
象
限
に
は
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
や
ノ
ル
ウ
ェ
ー
、
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
な
ど
ス
カ
ン
ジ
ナ
ピ
ア
諸
国
が
該
当
す
る
。
こ

れ
ら
の
図
は
脱
商
品
化
と
脱
家
父
長
制
化
が
最
も
進
ん
だ
国
で
あ
り
、
社
会
民
主
主
義
的
な
政
策
に
よ
り
完
全
殖
用
と
経
済
成
長
を
リ

ン
ク
さ
せ
た
社
会
シ
ス
テ
ム
を
と
る
た
め
、
国
民
全
員
が
働
き
平
等
の
利
益
配
分
を
受
け
る
こ
と
を
原
理
と
し
て
い
勺
と
り
わ
け
ス

ウ
ェ
ー
デ
ン
の
自
由
選
択
社
会
の
構
想
は
単
な
る
均
一
給
付
で
は
な
く
労
働
の
貢
献
度
、
労
働
期
間
に
よ
っ
て
年
金
や
休
暇
な
ど
の
条

件
が
こ
と
な
る
競
争
的
な
意
味
を
内
包
さ
せ
て
お
り
、
女
性
に
と
っ
て
専
業
主
婦
で
い
る
こ
と
よ
り
も
労
働
す
る
こ
と
で
自
己
の
社
会

保
障
の
権
利
を
向
上
さ
せ
て
い
く
方
が
徳
で
あ
る
と
い
う
選
択
を
す
る
よ
う
な
人
間
の
功
利
主
義
的
な
側
面
も
織
り
込
ん
だ
制
度
設
計

が
な
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
国
で
は
、
家
事
・
育
児
・
介
護
等
家
族
支
援
、
い
わ
ゆ
る
労
働
の
再
生
産
に
か
か
る
部
分
を
市
場
化
、

外
部
化
す
る
政
策
が
併
せ
て
進
め
ら
れ
る
こ
と
で
女
性
の
就
労
が
当
然
祝
さ
れ
る
と
と
も
に
、
社
会
参
加
に
よ
る
権
力
資
源
の
蓄
積
に

よ
り
女
性
の
政
治
参
加
も
非
常
に
多
く
な
る
。

ス
カ
ン
ジ
ナ
ピ
ア
諸
国
は
、
ジ
エ
ン
ダ
1
フ
リ
l
社
会
の
理
想
型
と
見
な
さ
れ
る
こ
と
も
多
い
が
、
現
実
に
は
女
性
の
労
働
が
公
的

な
福
祉
・
医
療
・
教
育
分
野
へ
集
中
し
て
い
る
こ
匂
ま
た
個
人
を
中
心
と
す
る
社
会
で
あ
る
た
め
社
会
的
規
範
や
制
度
か
ら
の
影
響

が
少
な
く
女
性
も
自
分
の
経
済
力
を
獲
得
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
家
族
関
係
の
構
築
や
解
体
に
つ
い
て
も
比
較
的
制
約
が
少
な
く
、
婚

外
子
の
比
率
(
約
五

O
%
)
が
商
い
こ
と
な
ど
家
族
の
あ
り
方
に
関
し
て
大
き
な
特
徴
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
国
は
、
人
口
規
模
も
小
さ

く
高
福
祉
・
高
負
担
を
支
え
て
い
く
た
め
に
人
口
構
造
の
変
動
を
少
な
く
し
労
働
力
を
維
持
し
て
い
く
こ
と
が
霊
要
な
政
策
課
題
と
な
っ

て
い
れ
が
、
社
会
保
障
に
よ
り
個
人
の
子
育
て
代
の
負
担
が
軽
減
さ
れ
て
お
り
少
子
化
対
策
の
指
標
で
あ
る
特
殊
合
計
出
生
率
の
低
下

の
抑
制
に
つ
い
て
は
う
ま
く
対
処
し
て
い
る
。

第
E
象
限
は
、
脱
商
品
化
は
進
ん
で
い
る
も
の
の
脱
家
父
長
制
化
が
弱
い
と
い
、
す
特
徴
を
持
つ
ド
イ
ツ
や
フ
ラ
ン
ス
、
ベ
ル
ギ
ー
な
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福祉国家体制の再編に関する一考察ー「ジェンダーJの視点からー

ど
の
保
守
主
義
モ
デ
ル
の
図
が
該
当
す
る
。
男
性
が
外
で
働
き
女
性
は
家
庭
で
家
事
・
育
児
を
す
る
と
い
う
固
定
的
な
性
別
役
割
分
担

が
制
度
内
に
組
み
込
ま
れ
た
「
稼
得
者
モ
デ
ル
吋
}
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
。
欧
州
に
代
表
さ
れ
る
こ
の
モ
デ
ル
の
国
々
で
は
伝
統
的

な
家
父
長
制
の
社
会
構
造
が
こ
の
分
業
シ
ス
テ
ム
の
上
に
成
り
立
っ
て
お
り
、
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
の
強
い
影
響
も
そ
の
原
因
の
一
つ
と

考
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
た
め
個
人
の
必
要
は
ま
ず
家
族
に
よ
っ
て
充
足
さ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
そ
れ
が
不
可
能
な
と
き
初
め
て
国
家

が
介
入
す
る
と
い
う
「
補
足
性
の
原
則
」
を
特
徴
と
す
る
。
社
会
保
険
に
よ
る
社
会
保
障
、
専
業
主
婦
の
存
在
や
家
族
給
付
に
関
す
る

母
性
の
強
調
な
ど
の
特
徴
が
あ
り
、
保
育
所
な
ど
の
家
事
・
育
児
サ
ー
ビ
ス
は
低
い
水
準
に
あ
る
。
エ
ス
ピ
ン
H
ア
ン
デ
ル
セ
ン
の
モ

デ
ル
か
ら
は
、
北
・
中
部
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
南
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
は
異
な
る
福
祉
国
家
レ
ジ
ー
ム
と
は
区
別
さ
れ
な
い
が
、
ジ
ェ
ン
ダ
1
の
視

点
を
入
れ
た
シ

1
ロ
フ
や
武
川
の
モ
デ
ル
で
は
文
化
や
社
会
慣
習
に
影
響
さ
れ
た
制
度
の
違
い
が
明
ら
か
に
な
っ
て
く
る
。

第
E
象
限
は
、
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
や
ス
イ
ス
な
ど
に
代
表
さ
れ
る
脱
商
品
化
、
脱
家
父
長
制
化
と
も
に
弱
い
国
で
、
女
性
の
社
会
参

J

加

は
抑
制
さ
れ
家
族
福
祉
へ
の
公
的
関
与
は
低
い
水
準
に
あ
る
。
日
本
は
家
族
福
祉
が
少
な
く
女
性
の
家
事
・
育
児
・
介
護
負
担
が
社
会

問
題
化
し
て
い
る
が
、
先
進
諸
国
の
相
対
評
価
と
し
て
は
こ
こ
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
お
り
、
社
会
保
障
に
お
け
る
日
本
の
現
状
と
こ
の

モ
デ
ル
が
意
味
す
る
も
の
と
は
符
合
し
て
い
お
o

戦
後
、
福
祉
国
家
の
発
展
と
と
も
に
女
性
の
賃
労
働
へ
の
参
入
は
増
加
し
続
け
て
い

る
が
、
女
性
に
は
労
働
と
家
事
労
働
の
二
つ
の
役
割
を
果
た
す
た
め
に
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
や
補
助
的
労
働
が
割
り
当
て
ら
れ
て
き
た
。

し
か
し
家
父
長
制
の
シ
ス
テ
ム
下
に
よ
る
女
性
の
自
立
や
社
会
参
加
の
進
展
は
、
国
や
市
場
の
サ
ポ
ー
ト
が
弱
く
女
性
に
賃
労
働
(
有

償
労
働
)
と
家
事
・
育
児
・
介
護
な
ど
(
無
償
労
働
)
と
の
二
重
の
役
割
を
果
た
さ
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
負
担
感
を
生
ん
で
い
総
0

家
父
長
制
が
持
っ
て
い
た
効
率
性
は
女
性
の
人
権
を
抑
制
す
る
も
の
と
し
て
評
価
さ
れ
、
女
性
の
自
己
決
定
権
の
保
障
を
優
先
し
家

族
や
社
会
関
係
を
個
人
主
義
化
す
る
こ
と
を
ジ
ェ
ン
ダ
l
フ
リ
l
社
会
と
位
置
づ
け
る
考
え
方
が
日
本
に
お
け
る
男
女
共
同
参
画
の
主

流
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
価
値
観
は
社
会
制
度
の
ジ
エ
ン
ダ
l
バ
イ
ア
ス
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
巳
貢
献
し
た
も
の
の
、
ア
ジ
ア
の
伝
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説

統
的
家
族
中
心
主
義
的
な
福
祉
観
を
正
面
か
ら
否
定
す
る
た
め
、
政
策
の
主
張
と
裏
腹
に
理
念
の
浸
透
が
難
し
い
。
む
し
ろ
経
済
的
理

由
に
よ
る
女
性
の
活
隠
が
期
待
さ
れ
る
と
い
う
論
理
が
合
理
性
を
も
っ
て
理
解
さ
れ
る
側
面
を
も
っ
て
い
る
。

第

W
象
限
は
、
ア
メ
リ
カ
や
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
な
ど
脱
商
品
化
は
進
ん
で
い
な
い
が
脱
家
父
長
制
化
の
強
い
国
で
あ
る
。
女
性
の
家

庭
や
仕
事
と
の
関
係
は
基
本
的
に
自
由
で
あ
る
が
、
国
家
は
社
会
保
障
に
よ
る
介
入
や
支
援
を
控
え
る
と
い
う
特
徴
が
あ
る
。
こ
れ
ら

の
国
で
は
女
性
の
社
会
進
出
が
進
み
、
女
性
の
労
働
力
率
も
高
く
、
能
力
の
高
い
女
性
が
企
業
で
活
躍
す
る
な
ど
、
男
女
聞
の
雇
用
機

会
の
格
差
は
小
さ
い
。
し
か
し
、
育
児
な
ど
の
サ
ー
ビ
ス
を
自
己
責
任
で
市
場
か
ら
調
達
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
、
女
性
が
外
で
働
く

こ
と
に
よ
っ
て
発
生
す
る
コ
ス
ト
を
、
個
人
も
し
く
は
家
庭
が
捻
出
す
る
必
要
が
あ
る
。
こ
の
結
呆
「
自
由
主
義
的
制
度
は
階
級
の
ニ

【

mv

元
論
と
性
差
二
元
論
を
推
進
す
る
」
傾
向
を
持
つ
。
ま
た
、
政
治
に
関
し
た
女
性
の
進
出
は
高
い
女
性
の
経
済
活
動
へ
の
参
加
に
反
し

て
、
社
会
民
主
主
義
モ
デ
ル
の
国
に
比
較
す
る
と
か
な
り
低
い
政
治
参
加
の
状
況
に
あ
お
r

論

ジ
ェ
ン
ダ

l
の
視
点
に
よ
る
福
祉
国
家
研
究
は
、
社
会
保
障
制
度
が
そ
こ
に
生
き
る
個
人
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
の

か
を
考
え
る
た
め
の
新
た
な
視
角
を
も
た
ら
す
。
こ
れ
ま
で
の
福
祉
国
家
モ
デ
ル
の
検
討
か
ら
、
保
守
主
義
モ
デ
ル
と
社
会
民
主
主
義

モ
デ
ル
の
相
違
は
、
主
に
家
父
長
制
化
の
違
い
に
あ
る
と
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
た
。
ま
た
、
現
在
の
福
祉
国
家
の
再
構
築
に
関
係
し

た
新
保
守
主
義
と
社
会
民
主
主
義
と
い
う
こ
つ
の
対
抗
軸
に
関
し
て
は
、
グ
ロ
ー
バ
ル
化
の
中
で
は
脱
商
品
化
に
関
わ
る
英
米
モ
デ
ル

と
欧
州
モ
デ
ル
の
対
立
と
も
と
ら
え
ら
れ
る
。

武
川
は
、
家
父
長
制
は
グ
ロ
ー
バ
ル
化
し
に
ぐ
い
が
資
本
制
は
容
易
に
グ
ロ
ー
バ
ル
化
す
る
こ
と
か
ら
、
図

2
の

(
I
+
町
)
対

(
E
+
E
)
と
い
う
家
父
長
制
の
対
抗
軸
よ
り
も
、

(
I
+
E
)
対

(
E
+
W
)
の
資
本
制
に
関
す
る
対
抗
軸
の
方
が
先
鋭
化
す
る
と
考

え
て
い
る
。
労
働
コ
ス
ト
が
製
品
コ
ス
ト
を
大
き
く
左
右
す
る
と
き
、
労
働
力
の
商
品
化
へ
向
け
た
圧
力
が
強
ま
る
と
考
え
ら
れ
る
。
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福祉国家体制の再編に関する一考察ー「ジェンダーJの視点からー

八
0
年
代
以
降
の
福
祉
国
家
の
再
編
や
再
構
築
に
つ
い
て
の
動
態
的
な
分
析
と
し
て
は
、
変
化
の
ベ
ク
ト
ル
は
固
に
よ
り
E
l
'
E←
I

へ
向
か
う
方
向
と
、
ま
た
は
圃

L
W
へ
と
向
か
っ
て
変
化
す
る
も
の
と
に
分
化
す
る
の
で
は
な
い
か
と
推
測
し
て
い

h
r
日
本
の
自
由

主
義
、
社
会
民
主
主
義
、
保
守
主
義
的
要
素
の
ミ
ッ
ク
ス
さ
れ
た
福
祉
国
家
レ
ジ
ー
ム
は
、
規
制
緩
和
・
民
営
化
・
自
己
責
任
化
な
ど

に
よ
る
構
造
改
革
に
よ
り
町
の
自
由
主
義
体
制
に
向
か
っ
て
変
化
し
つ
つ
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
私
は
考
え
る
。
こ
の
こ
と
は
女
性
の

要
求
で
も
あ
る
個
人
単
位
の
社
会
に
も
符
合
す
る
も
の
が
あ
る
。
し
か
し
、
「
機
会
の
平
等
」
を
目
指
す
自
由
主
義
体
制
で
は
な
く
、

「
結
果
の
平
等
」
を
主
張
す
る
社
会
民
主
主
義
体
制
化
(
ク
オ
l
タ
制
や
同
一
価
値
労
働
同
一
賃
金
制
な
ど
)
へ
の
構
造
的
変
革
は
起

【

nv

き
に
く
い
と
予
測
す
る
。
雇
用
政
策
と
福
祉
国
家
の
再
編
の
方
向
に
は
密
接
な
関
係
が
見
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
次
章
で
は
ジ
ェ
ン
ダ
l

《

M
V

の
視
点
に
よ
る
福
祉
国
家
の
雇
用
政
策
に
つ
い
て
検
討
を
進
め
よ
う
。

第
二
章

雇
用
政
策
が
ジ
ェ
ン
ダ

l
に
及
ぼ
す
影
響

(
政
策
選
択
の
幅
)

戦
後
各
国
の
政
治
は
、
冷
戦
の
終
結
と
と
も
に
政
治
争
点
の
比
重
を
経
済
に
移
し
て
き
た
。
戦
前
の
国
家
は
軍
事
国
家
化
や
植
民
地

化
な
ど
に
よ
り
圏
内
経
済
情
勢
を
一
気
に
変
化
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
た
が
現
代
国
家
は
そ
の
よ
う
な
選
択
は
と
り
え
ず
、
逆
に
グ
ロ
ー

バ
ル
化
し
た
経
済
環
境
の
中
で
外
的
な
要
因
の
影
響
を
強
く
受
け
、
各
国
が
採
用
で
き
る
政
策
手
法
と
そ
の
効
果
は
制
限
さ
れ
る
こ
と

と
な
っ
た
。
し
か
し
、
戦
後
す
べ
て
の
福
祉
国
家
は
経
済
成
長
を
前
提
と
し
た
国
家
計
画
を
持
っ
て
い
た
と
い
う
共
通
性
が
あ
る
。
各
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国
政
府
が
福
祉
国
家
体
制
を
維
持
す
る
戦
略
と
し
て
、
次
の
二
つ
の
視
点
が
必
要
と
な
る
。

(
一
)
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
な
ど
の
技
術
革
新
や
産
業
の
活
性
化
に
よ
り
、
(
持
続
可
能
な
)
成
長
を
目
指
す
こ
と
。

(
ニ
)
低
成
長
に
耐
え
得
る
よ
う
な
社
会
シ
ス
テ
ム
の
再
構
築
と
、
そ
れ
に
見
合
っ
た
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
へ
と
社
会
保
障
制
度
を
再

調
整
す
る
こ
と
。

科
学
技
術
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
転
換
も
非
常
に
サ
イ
ク
ル
が
早
く
な
り
産
業
構
造
は
凡
そ
こ

O
年
ご
と
に
構
造
変
革
し
、
国
家
が
開
発
競

争
に
勝
ち
残
る
た
め
に
莫
大
な
投
資
と
人
材
の
育
成
経
費
を
負
担
す
る
こ
と
が
必
要
と
な
っ
て
い
る
。
七
0
年
代
後
半
以
降
の
世
界
的

な
経
済
の
低
成
長
に
よ
り
国
家
財
政
の
規
模
を
拡
大
す
る
こ
と
が
困
難
と
な
っ
た
が
、
顕
著
な
社
会
保
障
の
後
退
や
国
民
の
生
活
水
準

の
切
り
下
げ
と
い
う
痛
み
を
伴
う
政
治
的
選
択
は
大
衆
化
し
た
中
産
階
級
を
抱
え
る
現
代
福
祉
国
家
の
政
府
に
と
っ
て
ダ
メ
ー
ジ
が
大

き
く
、
政
治
的
な
選
択
肢
と
す
る
こ
と
は
難
し
い
状
況
に
あ
る
。
こ
の
た
め
福
祉
国
家
政
策
は
、
基
本
的
に
成
長
を
目
指
し
続
け
る
も

の
の
、
現
実
的
対
応
と
し
て
次
の

A
i
E
よ
う
な
雇
用
に
関
す
る
適
応
戦
略
を
採
用
し
て
福
祉
国
家
体
制
の
再
編
に
取
り
組
む
も
の
と

考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
成
長
の
限
界
は
庖
用
創
出
力
の
枯
渇
に
よ
っ
て
も
引
き
起
こ
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
も
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。

既
に
経
済
は
世
界
規
模
化
し
て
い
る
が
、
国
境
を
越
え
た
労
働
力
の
自
由
な
移
動
は
制
限
さ
れ
て
い
る
た
め
、
企
業
が
国
外
に
出
て
、

そ
こ
で
労
働
力
を
鯛
逮
し
生
産
す
る
と
い
う
構
図
が
生
ま
れ
(
先
進
国
の
産
業
の
空
洞
化
)
、
そ
の
こ
と
が
先
進
国
の
失
業
と
途
上
国

の
労
働
力
に
依
存
す
る
生
産
シ
ス
テ
ム
を
拡
大
し
て
い
く
。
ま
た
、
技
術
革
新
に
よ
り
労
働
生
産
性
が
向
上
す
る
と
、
成
長
し
て
も
雇

用
が
増
加
し
な
い
と
い
う
状
況
も
起
き
る
。
さ
ら
に
増
大
し
て
い
る
第
三
次
産
業
(
サ
ー
ビ
ス
産
業
)
は
労
働
集
約
的
な
も
の
で
あ
り
、

《
お
-

製
造
業
と
比
較
す
る
と
生
産
性
が
低
く
、
賃
金
を
高
く
維
持
す
る
こ
と
が
難
し
い
と
い
う
ジ
レ
ン
マ
を
抱
え
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
社
会
政
策
上
の
制
約
条
件
と
ジ
エ
ン
ダ
1
の
視
点
を
そ
れ
ぞ
れ
の
福
祉
国
家
レ
ジ
ー
ム
の
再
構
築
戦
略
に
つ
い
て
整
理

【

m}

しょ、っ。

胎

(熊本法学 99 号 '01) 12 



A 

社
会
民
主
主
義
的
戦
略
(
脱
商
品
化
+
脱
家
父
長
制
化
)

福祉国家体制の再編に関する一考察ー「ジェンダー」の視点からー

公
共
部
門
に
よ
る
雇
用
創
出
を
図
る
積
極
的
ア
プ
ロ
ー
チ
を
と
る
こ
と
に
よ
り
、
社
会
支
出
を
増
加
さ
せ
る
こ
と
を
目
指
す
。
例
え

ば
医
療
や
福
祉
分
野
の
社
会
サ
ー
ビ
ス
へ
政
府
補
助
金
を
出
し
雇
用
拡
大
す
る
こ
と
や
、
社
会
サ
ー
ビ
ス
へ
の
需
要
喚
起
に
よ
り
雇
用

を
拡
大
す
る
こ
と
を
行
う
。
こ
の
こ
と
は
労
働
の
脱
商
品
化
を
進
め
、
ま
た
女
性
の
労
働
市
場
へ
の
参
入
を
進
め
る
家
事
・
育
児
・
介

護
な
ど
の
家
族
サ
ー
ビ
ス
の
社
会
化
・
市
場
化
を
促
進
す
る
。
こ
の
よ
う
な
内
需
拡
大
に
よ
り
、
新
た
な
雇
用
創
出
と
経
済
活
動
の
活

《釘】

発
化
を
図
る
こ
と
が
で
き
る
。
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
な
ど
が
と
っ
た
戦
略
で
、
結
果
と
し
て
福
祉
国
家
の
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
と
し
て
は
一
定

の
効
果
を
上
げ
た
と
評
価
さ
れ
て
い
る
。

ジ
ェ
ン
ダ
l
の
視
点
か
ら
見
る
と
、
こ
の
戦
略
は
女
性
の
社
会
参
加
や
自
己
実
現
へ
の
要
求
に
応
え
な
が
ら
、
生
産
労
働
人
口
の
減

少
を
緩
和
す
る
た
め
の
労
働
力
を
女
性
や
高
齢
者
と
い
う
潜
在
化
し
て
い
た
人
的
資
源
か
ら
得
る
こ
と
が
で
き
、
ま
た
生
涯
に
わ
た
る

人
生
の
保
障
が
生
活
の
安
定
と
安
心
感
を
も
た
ら
す
効
果
が
期
待
で
き
る
。
さ
ら
に
こ
の
こ
と
は
労
働
力
不
足
に
対
処
す
る
た
め
に
外

国
人
労
働
者
を
導
入
す
る
こ
と
に
よ
る
社
会
変
動
を
最
小
限
に
押
さ
え
て
い
く
と
い
う
効
果
も
期
待
で
き
る
。
こ
の
戦
略
は
、
産
む
性

を
も
っ
女
性
に
と
っ
て
労
働
市
場
へ
の
再
参
入
も
容
易
な
制
度
で
あ
り
、
女
性
解
放
運
動
支
持
者
に
よ
っ
て
も
支
持
さ
れ
や
す
い
も
の

で
あ
る
。

し
か
し
逆
に
、
企
業
に
と
っ
て
は
雇
用
保
険
の
雇
用
主
負
担
部
分
の
増
加
な
ど
に
よ
り
人
件
費
コ
ス
ト
が
増
大
し
、
国
際
競
争
や
地

域
間
競
争
の
重
要
な
フ
ァ
ク
タ
ー
で
あ
る
生
産
コ
ス
ト
比
較
で
競
争
力
を
な
く
す
と
い
う
欠
点
が
あ
る
。
ま
た
、
政
府
に
も
社
会
保
障

サ
ー
ビ
ス
の
大
半
を
税
な
ど
国
の
関
与
で
運
用
し
て
い
く
と
い
う
大
き
な
政
府
の
貨
任
が
生
ま
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
体
制
で
は
「
公
的

支
出
の
比
重
が
商
く
な
り
、
公
的
支
出
に
依
存
す
る
人
々
(
公
的
部
門
の
雇
用
者
及
ぴ
そ
の
家
族
や
、
年
金
な
ど
の
社
会
保
障
支
出
に

13 (熊本法学 99 号 '01)
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生
活
が
依
存
し
て
い
る
人
々
)
の
数
が
全
人
口
の
多
数
派
に
な
っ
て
い
る
た
め
に
、
公
的
支
出
と
そ
れ
を
ま
か
な
う
税
負
担
の
抑
制
が

Anv
 

な
か
な
か
行
え
な
い
」
と
い
う
救
命
ポ
l
ト
の
ジ
レ
ン
マ
に
陥
り
、
国
家
制
度
の
変
更
が
中
間
階
層
に
支
持
さ
れ
な
く
な
る
と
い
う
可

能
性
が
あ
る
。
こ
の
戦
略
は
、
主
と
し
て
社
会
民
主
主
義
的
な
社
会
保
障
制
度
を
持
つ
ス
カ
ン
ジ
ナ
ピ
ア
諸
国
な
ど
人
口
的
に
比
較
的

小
規
模
の
ネ
オ
コ

1
ポ
ラ
テ
イ
ズ
ム
国
家
が
取
っ
て
い
る
政
策
で
あ
る
。

保
守
主
義
的
戦
略
(
脱
商
品
化
+
再
家
父
長
制
化
)

論

B 

労
働
力
を
供
給
制
限
す
る
と
い
う
消
極
的
ア
プ
ロ
ー
チ
で
あ
り
、
産
業
を
?
っ
じ
た
労
働
者
と
し
て
の
連
帯
を
強
化
し
て
い
く
方
向

と
な
る
。

第
一
の
手
法
と
し
て
、
脱
商
品
化
政
策
を
と
り
労
働
市
場
へ
の
労
働
力
参
入
を
制
限
す
る
と
い
、
ヱ
刀
法
が
あ
る
。
欧
州
で
採
用
さ
れ

て
い
る
労
働
時
間
の
短
縮
に
よ
る
ワ
l
ク
シ
ェ
ア
リ
ン
グ
や
、
教
育
期
間
の
延
長
、
早
期
退
職
制
度
な
ど
が
こ
れ
に
当
た
る
。
こ
れ
は

ジ
エ
ン
ダ
l
に
対
し
て
中
立
的
な
も
の
と
し
て
政
策
設
計
さ
れ
る
が
、
世
帯
収
入
の
減
少
を
避
け
る
た
め
時
間
単
位
の
報
酬
の
安
い
女

性
労
働
者
に
対
し
て
多
く
適
用
さ
れ
る
と
女
性
の
労
働
市
場
か
ら
の
撤
退
を
促
す
こ
と
に
な
ろ
う
。

第
二
に
、
理
論
と
し
て
再
家
父
長
制
化
に
よ
り
女
性
の
労
働
市
場
か
ら
の
撤
退
を
進
め
る
政
策
が
考
え
ら
れ
る
。
世
帯
単
位
で
の
社

会
保
障
の
実
現
を
進
め
、
家
庭
に
お
け
る
男
女
が
性
別
役
割
分
担
す
る
こ
と
で
再
適
合
化
を
図
ろ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
日
本
の
高

度
成
長
期
に
家
庭
が
専
業
主
婦
と
企
業
戦
士
と
に
役
割
分
担
し
て
き
た
よ
う
な
社
会
を
再
生
す
る
政
策
で
も
あ
る
。
こ
れ
は
現
在
の
フ
ェ

ミ
ニ
ス
ト
の
主
張
に
逆
行
す
る
家
族
単
位
の
社
会
を
作
る
戦
略
で
あ
り
、
「
新
し
い
社
会
運
動
」
な
ど
ニ
ュ

l
・
ポ
リ
デ
ィ
ク
ス
の
政

治
の
視
点
か
ら
も
相
当
な
社
会
的
反
発
が
予
想
さ
れ
る
。
じ
か
し
、
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
や
イ
ン
ド
、
タ
イ
な
ど
ア
ジ
ア
諸
国
で
は
、
家
族

を
中
心
と
し
た
世
界
観
の
中
に
個
人
の
存
在
を
4

位
置
づ
け
る
社
会
慣
習
が
根
強
く
、
個
人
単
位
の
社
会
に
反
対
す
る
考
え
方
も
西
欧
型
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福祉国家体制の再編に関する一考察ー「ジェンダーJの視点からー

福
祉
国
家
の
オ
ー
ル
タ
ナ
テ
ィ
ブ
と
し
て
主
張
さ
れ
て
い
る
。
先
進
諸
国
に
と
っ
て
の
近
代
化
は
宗
教
・
社
会
・
家
族
の
靭
か
ら
個
人

を
開
放
し
て
い
く
過
程
で
も
あ
っ
た
が
、
再
度
個
に
な
っ
た
人
間
が
家
族
や
社
会
を
形
成
し
て
相
互
扶
助
し
あ
う
関
係
を
ど
の
よ
う
に

構
築
す
る
の
か
難
し
い
課
題
が
存
在
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
伝
統
的
な
保
守
主
義
モ
デ
ル
の
闘
で
あ
る
フ
ラ
ン
ス
や
ド
イ
ツ
な
ど
は
、
社
会
保
障
は
基
本
的
に
社
会
保
険
方
式
で
あ

り
税
に
直
接
依
存
す
る
割
合
が
低
い
た
め
、
国
家
シ
ス
テ
ム
へ
の
負
荷
は
比
較
的
軽
い
。
ま
た
労
働
者
と
し
て
の
連
帯
感
を
基
盤
に
持

つ
た
め
、
労
働
に
対
す
る
社
会
の
堅
実
な
価
値
観
が
育
成
さ
れ
る
。
現
在
E
U
で
は
社
会
憲
章
な
ど
に
男
女
平
等
の
思
想
が
導
入
さ
れ

て
お
り
、
ま
た
ジ
ェ
ン
ダ
l
フ
リ
l
思
想
の
世
界
的
浸
透
か
ら
考
え
る
と
、
理
念
と
し
て
の
純
粋
な
再
家
父
長
制
化
は
政
治
的
に
簸
し

い
選
択
で
あ
り
、
現
実
に
も
第
一
の
政
策
が
実
施
可
能
な
選
択
肢
と
し
て
と
ら
れ
て
い
る
。

日
本
の
労
働
環
境
は
企
業
別
組
合
を
基
本
と
し
て
い
る
が
、
既
に
労
働
組
合
の
組
織
率
は
二
ニ
・
二
%
(
一
九
九
九
年
)
と
非
常
に

低
下
し
て
い
る
こ
と
、
ま
た
企
業
が
終
身
雇
用
や
年
功
の
雇
用
慣
行
を
改
め
リ
ス
ト
ラ
に
跨
踏
し
な
い
こ
と
や
、
有
能
な
人
材
は
転
職

を
繰
り
返
し
て
有
利
な
職
を
得
て
い
く
自
由
主
義
モ
デ
ル
的
な
生
き
方
も
人
々
に
受
容
さ
れ
始
め
て
い
る
こ
と
か
ら
、
日
本
が
今
後
も

男
性
も
含
め
保
守
主
義
的
戦
略
に
止
ま
る
こ
と
は
な
い
の
で
は
な
い
か
考
え
る
。

C 

自
由
主
義
的
戦
略
(
再
商
品
化
+
脱
家
父
長
制
化
)

こ
の
戦
略
の
と
る
社
会
政
策
は
、
サ
ー
ビ
ス
業
の
規
制
緩
和
や
市
場
化
を
進
め
る
こ
と
で
あ
り
、
ア
メ
リ
カ
や
イ
ギ
リ
ス
な
ど
が
採

用
し
て
い
る
。
極
論
す
れ
ば
賃
金
規
制
、
失
業
給
付
な
ど
の
廃
止
を
行
う
こ
と
に
よ
り
扇
用
環
境
の
流
動
性
が
高
ま
り
、
能
力
主
義
が

漫
遊
す
る
。
結
果
と
し
て
所
得
格
差
、
社
会
階
層
の
亀
裂
の
拡
大
は
容
認
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
る
。
し
か
し
、
こ
の
政
策
の
積
極
的
な

理
由
付
け
と
し
て
、
不
平
等
と
い
う
負
の
価
値
の
評
価
を
、
個
人
の
自
由
の
擁
護
に
よ
り
「
差
異

n自
由
」
へ
と
反
転
さ
せ
る
考
え
が

15 (熊本法学 99 号 '01)
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と
ら
れ
匂

歯

日
本
で
は
、
一
九
九
九
年
四
月
に
雇
用
機
会
均
等
法
や
労
働
基
準
法
等
が
改
正
さ
れ
女
性
の
深
夜
労
働
も
含
め
性
に
よ
る
差
別
的
取

扱
を
解
消
す
る
こ
と
で
女
性
の
多
様
な
雇
用
形
態
が
可
能
に
な
っ
た
。
意
欲
を
持
つ
女
性
に
と
っ
て
社
会
進
出
の
制
約
が
減
少
し
た
が
、

男
性
が
生
き
方
を
変
化
さ
せ
家
庭
責
任
を
分
担
し
な
け
れ
ば
女
性
の
家
庭
と
い
う
労
働
再
生
産
の
場
へ
の
負
担
は
増
大
す
る
こ
と
に
な

る
。
こ
の
戦
略
は
家
事
な
ど
の
市
場
サ
ー
ビ
ス
化
へ
の
需
要
が
高
ま
り
、
新
た
な
雇
用
の
創
出
に
つ
な
が
る
可
能
性
が
あ
る
。
経
済
産

業
省
で
も
機
構
改
革
を
二

O
O
一
年
に
行
い
サ
ー
ビ
ス
政
策
課
を
発
足
さ
せ
て
、

N
P
O
や
企
業
に
よ
る
多
様
な
サ
ー
ビ
ス
の
産
業
化

の
研
究
を
は
じ
め
た
。
し
か
し
、
社
会
慣
習
が
そ
れ
を
拒
み
女
性
の
責
任
と
し
て
家
事
・
育
児
を
す
る
こ
と
を
要
求
す
る
場
合
に
は
女

性
の
負
担
の
増
加
を
招
き
、
結
果
と
し
て
女
性
の
社
会
進
出
を
抑
制
す
る
効
果
を
も
た
ら
す
可
能
性
も
あ
る
。
ス
ー
パ
ー
ウ
ー
マ
ン
に

な
る
か
、
母
親
の
手
助
け
が
な
け
れ
ば
キ
ャ
リ
ア
ウ
ー
マ
ン
に
は
な
れ
な
い
と
い
う
現
在
の
日
本
の
状
況
は
既
に
こ
の
よ
う
な
ジ
レ
ン

マ
に
陥
っ
て
い
る
。
近
年
の
日
本
の
晩
婚
化
・
非
婚
化
傾
向
は
、
保
守
主
義
的
福
祉
国
家
が
自
由
化
戦
略
を
と
っ
て
い
る
た
め
、
家
庭
・

結
婚
・
育
児
・
介
護
と
い
う
社
会
生
活
に
大
き
な
し
わ
寄
せ
が
及
ん
で
い
る
こ
と
が
理
由
の
一
つ
と
考
え
ら
れ
る
。

し
か
し
逆
に
、
こ
の
戦
略
は
政
府
や
企
業
に
と
っ
て
負
担
の
少
な
い
制
度
で
あ
り
、
持
続
可
能
な
成
長
を
目
指
す
福
祉
国
家
と
し
て

は
有
利
な
選
択
肢
と
な
る
。
日
本
の
み
な
ら
ず
、
英
国
の
プ
レ
ア
政
権
も
社
会
民
主
主
義
的
政
党
で
あ
っ
た
労
働
党
で
あ
り
な
が
ら
、

「
第
三
の
道
」
で
は
サ
ッ
チ
ャ

l
の
「
小
さ
な
政
府
」
"
「
強
い
政
府
」
の
自
由
化
戦
略
の
弊
害
を
緩
和
し
つ
つ
も
、
働
く
た
め
の
福

祉
(
司
巴
F
S
H
O
当

O長
)
政
策
に
よ
り
こ
の
再
商
品
化
路
線
を
と
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

D 

第
三
セ
ク
タ
ー
部
門
で
の
雇
用
創
出
戦
略

市
場
と
も
国
家
と
も
異
な
る
社
会
的
に
有
用
な
第
三
セ
ク
タ
ー
の
活
用
を
行
う
戦
略
で
、
例
え
ば
N
P
O
の
市
場
的
役
割
の
糟
大
や
、

(熊本法学的号、 1) 16 
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第
三
セ
ク
タ
ー
へ
補
助
金
を
出
し
失
業
率
相
当
の
労
働
者
を
雇
用
し
て
社
会
サ
ー
ビ
ス
や
家
事
労
働
を
行
わ
せ
る
な
ど
の
手
法
で
あ
る
。

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
や
N
P
O活
動
・
の
支
援
に
つ
な
が
り
、
国
家
が
行
う
社
会
保
障
制
度
を
補
完
し
、
利
用
者
に
近
い
と
こ
ろ
で
意
思
決
定

が
行
わ
れ
る
と
い
う
メ
リ
ッ
ト
や
、
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
な
ど
に
も
対
応
し
や
す
く
多
様
な
労
働
の
機
会
が
生
ま
れ
る
可
能
性
も
あ
る
。

「
福
祉
国
家
か
ら
福
祉
社
会
へ
可
》
と
い
う
福
祉
ミ
ッ
ク
ス
論
や
福
祉
多
元
主
義
と
も
親
和
性
が
高
く
、
イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ル
部
門
(
家

族
・
隣
人
)
、
ポ
ラ
ン
タ
リ
l
部
門
(
自
助
や
相
互
扶
助
)
、
民
間
営
利
部
門
(
市
場
)
、
及
ぴ
国
家
に
よ
る
福
祉
サ
ー
ビ
ス
体
制
の
相

互
関
係
の
再
編
に
つ
な
が
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
分
野
が
女
性
を
中
心
と
じ
て
運
営
さ
れ
る
場
合
、
経
済
的
な
評
価
の
あ
る
仕
事

と
そ
う
で
な
い
仕
事
の
聞
の
格
差
が
、
新
た
な
ジ
ェ
ン
ダ
l
の
格
差
を
生
み
出
す
恐
れ
が
あ
る
。
ま
た
、
こ
の
政
策
は
社
会
保
障
費
の

使
途
を
N
P
Oな
ど
に
振
り
向
け
る
と
い
う
使
途
の
変
更
で
あ
り
、
抜
本
的
な
社
会
保
障
費
の
節
減
に
つ
な
が
る
も
の
で
は
な
い
。

E 

完
全
雇
用
へ
の
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
の
放
棄
戦
略

完
全
雇
用
を
目
指
し
た
労
働
政
策
を
と
ら
ず
に
、
失
業
に
は
す
べ
て
所
得
保
障
で
対
応
す
る
と
い
う
選
択
で
あ
る
。
社
会
保
険
制
度

に
こ
だ
わ
ら
な
け
れ
ば
、
市
場
か
ら
評
価
さ
れ
て
い
な
い
人
(
年
金
生
活
者
や
若
年
失
業
者
)
に
対
し
て
ど
の
よ
う
な
所
得
保
障
が
で

き
る
か
と
い
う
問
題
と
し
て
再
定
義
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
も
一
つ
の
社
会
政
策
で
は
あ
る
が
、
現
実
に
所
得
保
障
を
ま
か
な
い

う
る
の
か
、
ま
た
そ
れ
は
政
府
の
社
会
政
策
の
責
任
を
放
棄
す
る
も
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
が
課
題
と
し
て
残
る
。

以
上
、
女
性
を
中
心
と
し
た
雇
用
戦
略
の
可
能
性
を
整
理
し
て
き
た
が
、
次
に
日
本
の
雇
用
政
策
に
つ
い
て
見
て
み
よ
う
。

(
日
本
の
雇
用
政
策
)

日
本
の
女
性
政
策
の
中
で
も
女
性
に
関
す
る
雇
用
問
題
は
参
政
権
の
問
題
と
と
も
に
い
ち
早
く
取
り
組
ま
れ
て
き
た
。
戦
後
の
復
興
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期
を
経
て
、
高
度
成
長
期
に
急
速
に
農
村
社
会
か
ら
都
市
化
へ
と
社
会
構
造

が
変
化
す
る
な
か
、
女
性
は
家
族
労
働
、
農
業
従
事
者
か
ら
雇
用
労
働
者
へ

と
大
き
く
変
化
し
な
が
ら
職
業
に
参
入
し
て
き
た
。
特
に
高
度
成
長
期
に
は

家
父
長
制
に
基
づ
く
近
代
家
族
化
が
進
展
す
る
。
都
市
部
に
お
け
る
核
家
族

の
形
成
過
程
で
、
男
性
は
企
業
で
働
き
女
性
は
専
業
主
婦
化
す
る
と
い
う
性

に
基
づ
く
役
割
分
担
が
社
会
慣
習
化
し
て
い
っ
た
。
こ
れ
は
資
本
制
に
お
け

る
個
人
行
動
の
合
理
的
選
択
で
も
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
お
。
し
か
し
、
そ
の

後
も
図
3
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
女
性
の
高
学
歴
化
に
と
も
な
い
経
済
的
自

立
・
自
己
実
現
な
ど
の
要
求
も
強
ま
り
、
女
性
の
労
働
市
場
へ
の
参
入
は
急

速
に
増
加
し
て
い
る
。

積

句4D 

女性雇用者数の増大

32 

31 
1997 

出典:井上輝子、江原由美子編『女性のデータブック第 3版』
有史問、 1999 年、 91 頁。
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一
九
人
O
年
以
降
、
産
業
構
造
の
転
換
や
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
に
よ
る
技
術
革

新
な
ど
が
す
す
み
、
労
働
力
の
質
的
転
換
の
た
め
に
安
価
で
雇
用
調
整
面
で

郵
力
性
の
あ
る
女
性
の
パ

l
ト
労
働
が
多
用
さ
れ
る
傾
向
が
生
ま
れ
て
き
た
。

企
業
の
リ
ス
ト
ラ
ク
チ
ュ
ア
リ
ン
グ
に
お
い
て
も
人
件
費
削
減
の
要
舗
が
大

き
く
、
男
女
の
正
規
麗
用
を
派
遣
労
働
や
パ

l
ト
に
置
き
換
え
る
こ
と
と
が
行
わ
れ
た
。
こ
の
こ
と
は
、
結
果
と
し
て
女
性
の
雇
用
分

野
へ
の
進
出
を
容
易
に
す
る
条
件
を
提
供
す
る
こ
と
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
女
性
就
業
者
の
増
大
も
女
性
の
労
働
力
が
適
正
に
評
価
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
は
な
く
、
依
然
と
し
て
男
女

の
賃
金
格
差
は
男
性
賃
金
に
対
す
る
六
O
i七
O
%台
で
固
定
化
し
て
お
り
低
賃
金
で
使
い
捨
て
的
な
庖
用
形
態
が
温
存
さ
れ
て
い
へ

po

39 
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福祉国家体制の再編に関する一考察ー「ジェンダーjの視点からー

ま
た
、
扶
養
手
当
や
税
、
社
会
保
障
制
度
の
あ
り
方
は
、
制
度
設
計
上
の
意
図
は
別
と
し
て
本
格
的
な
女
性
の
参
入
を
抑
制
す
る
影
響

を
及
ぼ
し
て
お
札
一
w

日
本
型
福
祉
の
構
造
は
稼
得
者
モ
デ
ル
を
基
礎
と
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
条
件
下
に
お
い
て
、
育
児
・

子
育
℃
期
の
女
性
は
一
旦
労
働
か
ら
離
脱
し
子
育
て
終
了
後
に
パ

l
ト
で
復
帰
す
る
こ
と
を
選
択
す
る
傾
向
が
強
い
。
女
性
の
社
会
進

出
を
促
進
す
る
社
会
民
主
主
義
モ
デ
ル
や
自
由
主
義
モ
デ
ル
の
福
祉
国
家
で
は
、
女
性
の
年
齢
別
の
労
働
力
曲
線
カ

1
プ
は
男
性
と
同

AMV 

じ
山
形
の
カ

1
プ
を
描
く
が
、
日
本
女
性
は

M
字
カ
I
プ
の
ま
ま
長
期
間
に
わ
た
り
固
定
化
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
日
本
の
保
守
主

義
モ
デ
ル
構
造
を
本
質
的
に
変
え
る
政
策
が
な
さ
れ
て
い
な
い
た
め
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

日
本
で
は
若
い
女
性
の
社
会
進
出
に
つ
い
て
は
受
容
さ
れ
て
き
て
い
る
も
の
の
、
子
育
て
を
抱
え
た
女
性
が
本
格
的
に
労
働
市
場
へ

参
入
す
る
た
め
の
環
境
整
備
は
進
ま
ず
女
性
の
社
会
進
出
に
限
界
が
現
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
が
、
女
性
は
社
会
で
獲
得
す
べ
き
政
治

的
資
源
の
蓄
積
に
遅
れ
を
と
り
、
女
性
の
政
治
参
加
が
す
す
ま
な
い
状
況
を
も
作
り
出
す
遠
因
と
な
っ
て
い
る
。

そ
れ
で
は
次
に
、
日
本
の
政
策
の
中
に
潜
む
ジ
エ
ン
ダ
l
バ
イ
ア
ス
の
検
討
に
つ
い
て
分
析
を
進
め
た
い
。

第
三
章

日
本
の
政
策
と
ジ
ェ
ン
ダ
l
バ
イ
ア
ス

こ
こ
で
日
本
の
主
に
社
会
保
障
に
関
す
る
施
策
の
ジ
ェ
ン
ダ
l
バ
イ
ア
ス
に
つ
い
て
み
て
み
よ
う
。
政
策
的
に
は
一
九
人
五
年
に
女

子
差
別
撤
廃
条
約
を
批
准
し
、
国
連
や
先
進
諸
国
の
ジ
ェ
ン
ダ
l
フ
リ
l
政
策
に
歩
調
を
合
わ
せ
た
制
度
改
草
や
法
制
度
の
整
備
が
行

わ
れ
て
き
た
。
一
九
九
九
年
の
労
働
基
準
法
、
雇
用
機
会
均
等
法
、
育
児
介
護
休
業
法
の
一
連
の
改
正
や
男
女
共
同
参
画
社
会
基
本
法

の
制
定
は
そ
の
流
れ
を
汲
む
も
の
で
あ
る
。
政
府
で
も
一
九
九
四
年
以
降
総
理
大
臣
を
本
部
長
と
す
る
男
女
共
同
参
画
推
進
本
部
を
設
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置
し
、
女
性
の
地
位
向
上
と
社
会
参
加
の
促
進
な
ど
一
連
の
女
性
政
策
を
行
っ
て
い
る
。

そ
れ
で
は
、
そ
の
よ
う
な
現
実
の
政
策
の
方
向
性
(
小
泉
政
権
)
は
、
果
た
し
て
女
性
団
体
の
主
張
や
男
女
共
同
参
画
審
織
会
答
申

に
見
ら
れ
る
よ
う
な
社
会
民
主
主
義
的
な
政
策
変
更
の
意
図
と
ど
う
関
係
す
る
の
だ
ろ
う
か
。
日
本
は
女
性
が
家
庭
で
無
償
労
働
を
提

供
す
る
と
い
う
前
提
に
基
づ
き
、
公
的
資
金
の
支
出
に
つ
い
て
は
効
率
良
く
社
会
保
障
制
度
を
運
用
し
て
き
た
こ
と
は
、
国
民
経
済
に

A

お
M

占
め
る
政
府
の
比
率
か
ら
確
認
さ
れ
て
い
る
a

結
論
を
先
取
り
す
れ
ば
、
政
府
で
は
経
済
政
策
を
中
心
に
新
保
守
主
義
的
な
政
策
を
と

る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
い
う
認
識
が
強
ま
っ
て
い
る
が
、
総
理
府
(
現
内
閣
府
)
の
男
女
共
同
参
画
審
議
会
の
答
叫
?
は
、
多
分
に

社
会
民
主
主
義
的
な
政
策
、
い
わ
ゆ
る
ス
カ
ン
ジ
ナ
ピ
ア
諸
国
の
制
度
を
範
と
す
る
よ
う
な
政
策
の
提
言
が
散
見
さ
れ
る
。
し
か
し
、

《幻》

こ
れ
が
自
民
党
と
の
調
整
を
経
て
政
府
の
基
本
計
画
と
な
る
と
き
、
保
守
主
義
的
な
要
素
が
留
保
さ
れ
た
自
由
主
義
的
政
策
へ
と
修
正

円
相
岬
》

さ

れ

て

い

る

。

.

男
女
の
社
会
的
な
役
割
が
果
た
す
機
能
の
変
更
に
つ
い
て
は
、
家
族
関
係
や
労
働
、
社
会
保
障
な
ど
幅
広
い
社
会
構
造
の
再
調
整
を

必
要
と
す
る
が
、
伝
統
的
家
族
を
中
心
と
す
る
社
会
秩
序
の
維
持
へ
の
回
帰
が
理
想
で
あ
る
と
す
る
考
え
の
保
守
主
義
派
と
、
女
性
の

人
格
に
配
慮
す
る
範
囲
で
の
個
人
主
体
の
社
会
と
女
性
の
社
会
進
出
に
つ
い
て
は
認
め
る
も
の
の
社
会
民
主
主
義
的
な
国
家
体
制
は
望

ま
な
い
自
由
主
義
派
、
そ
し
て
平
等
を
中
心
概
念
と
し
て
政
治
的
平
等
・
経
済
的
平
等
・
社
会
的
平
等
の
擁
護
を
追
及
す
る
社
会
民
主

主
義
派
の
三
つ
の
考
え
に
大
き
く
わ
か
れ
る
。

表
ー
で
は
、
現
実
の
日
本
社
会
、
男
女
共
同
参
画
審
議
会
の
提
言
、
政
府
の
男
女
共
同
参
画
計
画
、
そ
し
て
小
泉
内
閣
の
基
本
方
針

を
も
と
に

1

福
祉
国
家
体
制
に
か
か
わ
る
基
本
概
念
の
揺
れ
を
示
し
た
。
今
ま
で
の
モ
デ
ル
の
検
討
で
も
明
ら
か
に
な
っ
た
よ
う
に
現

在
の
社
会
制
度
は
保
守
主
義
的
な
傾
向
を
強
く
帯
び
て
い
る
。
し
か
し
、
男
女
共
同
参
画
審
議
会
に
は
学
識
経
験
者
二
五
名
に
よ
る
餐

貝
(
男
性
は
内
九
名
)
で
プ
ロ
・
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
の
メ
ン
バ
ー
が
多
い
こ
と
か
ら
、
主
張
の
政
治
的
な
意
味
合
い
は
社
会
民
主
主
義
的

飴
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な
も
の
へ
振
れ
て
い
る
。
ま
た
、
政
府
の
男

女
共
同
参
画
計
画
は
、
提
言
の
社
民
的
な
内

容
に
対
し
て
各
省
や
自
民
党
と
の
調
整
の
な

か
で
変
更
を
加
え
、
自
由
主
義
や
保
守
主
義

的
な
要
素
を
増
加
さ
せ
て
い
ぺ
る
。

こ
の
よ
う
な
事
例
以
外
に
も
、
世
帯
単
位

制
を
と
っ
て
い
る
た
め
ジ
エ
ン
ダ
1
に
対
し

て
中
立
的
で
な
い
と
さ
れ
る
制
度
と
し
て
、

夫
婦
同
姓
な
ど
の
家
族
法
、
配
偶
者
に
関
す

る
税
制

1

国
民
年
金
制
度
に
お
け
る
被
用
者

の
被
扶
養
配
偶
者
(
第
三
号
被
保
険
者
)
制

度
、
健
康
保
険
制
度
に
お
け
る
被
扶
養
配
偶

者
(
介
護
保
険
制
度
の
第
二
号
被
保
険
者
を

含
む
)
、
遺
族
年
金
や
夫
婦
問
の
年
金
権
の

分
割
、
配
偶
者
手
当
な
ど
が
あ
げ
ら
れ
て
い

る
。
こ
れ
ら
は
家
庭
の
中
で
働
く
人
(
主
に

夫
)
が
社
会
保
険
制
度
に
よ
る
社
会
保
障
の

主
体
と
な
り
、
家
族
や
喪
は
そ
の
被
扶
養
者

-男女共同参画政策の基本概念の揺れ

政策項目 現行社会制度 男女共同参画 男女共同参闘針商
小基泉本方内針聞の

審践会提雷

社会保障の 家族単位 個人単位 個人単位 言及せず
単位 C L， S L， S 

女性の社会 自然に増加 積極的に支援 積極的に支援、保
仕の事両立と育支児援進出 育児で中断 保育所の充実 育所の充実 s 

C s L 

賃金 終身雇用C 能力主義 L 能力主義L 能力主義L
年功序列 積極的是正S 積極的是正S

育児 家庭の責任 保育サーピス 保育サーピスの充 少子化対策
C の充実 実 として保育

s s 所の拡大L

女決性定過の方程針へ 形式的平等 積極的是正措 積措極置的是正 言及せず
L 置

の参画拡大 s s 

農家の家族 社会はC 推進 記述せず 言及せず
経営協定締 進(農水L 省)は推 L C C 
結 〈自民党の反対)

小さな駒持・ 小さな政府 大きな政府 雷及せず 小さな政府
大きな政府 L s L 

表 1

C は保守主義的な傾向、 L は自由主義的な傾向、 sは社会民主主義的な傾向を意
味する
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と
な
る
と
い
う
構
図
が
あ
る
た
め
で
あ
る
。
例
え
ば
、
第
三
号
被
保
険
者
制
度
の
専
業
主
婦
を
優
遇
す
る
年
金
制
度
は
、
女
性
の
雇
用

の
場
へ
の
進
出
を
抑
制
す
る
効
果
が
あ
る
こ
と
、
ま
た
賃
金
が
安
い
共
稼
ぎ
の
世
帯
が
増
加
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
家
計
収
入
の

高
い
専
業
主
婦
の
い
る
世
帯
を
優
遇
す
る
こ
と
に
な
る
と
い
う
こ
と
か
ら
、
こ
れ
ら
の
制
度
の
廃
止
が
社
会
民
主
主
義
派
や
自
由
主
義

派
か
ら
機
輸
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
保
守
派
か
ら
は
女
性
の
役
割
に
つ
い
て
子
育
て
に
は
母
親
は
不
可
欠
で
あ
り
そ
れ
を
望
む
女
性

も
多
い
こ
と
、
生
物
学
的
な
母
性
論
に
よ
り
本
性
と
し
て
女
性
が
育
児
を
行
う
こ
と
が
自
然
で
あ
り
母
子
と
も
に
幸
せ
で
あ
る
と
い
う

議
論
が
あ
り
、
そ
れ
に
対
し
て
母
性
神
話
論
に
よ
る
再
反
論
が
な
さ
れ
て
い
ね
r

パ
プ
ル
崩
壊
以
降
の
日
本
の
政
治
は
、
規
制
緩
和
や
民
営
化
な
ど
の
市
場
機
構
の
再
構
築
と
い
う
自
由
主
義
モ
デ
ル
的
政
策
を
採
用

す
る
こ
と
で
活
性
化
を
図
ろ
う
と
い
う
取
組
が
進
め
ら
れ
て
お
り
、
二

O
O
一
年
五
月
の
小
泉
政
権
発
足
で
も
民
営
化
、
社
会
保
障
制

【

ω-

度
の
見
直
し
な
ど
顕
著
な
新
保
守
主
義
的
政
策
を
と
る
こ
と
を
所
信
表
明
し
た
。
他
方
、
先
に
見
た
よ
う
に
政
府
や
地
方
自
治
体
は
男

女
共
同
参
画
政
策
の
取
組
を
進
め
て
お
り
、
ま
だ
国
民
の
完
全
な
コ
ン
セ
ン
サ
ス
は
得
ら
れ
て
い
な
い
も
の
の
、
社
会
制
度
の
基
本
単

位
を
「
世
帯
」
か
ら
「
個
人
」
へ
移
行
さ
せ
る
政
策
を
確
立
し
よ
う
と
し
て
い
勺

こ
の
こ
と
か
ら
仮
に
税
制
や
社
会
保
障
制
度
な
ど
の
社
会
シ
ス
テ
ム
を
こ
の
よ
う
な
体
系
に
変
更
す
る
と
す
る
な
ら
ば
、
武
川
モ
デ

ル
の
家
父
長
制
化
を
強
め
る
保
守
主
義
モ
デ
ル
へ
の
移
行
で
は
あ
り
得
ず
、
自
由
主
義
的
モ
デ
ル
へ
の
移
行
か
、
社
会
民
主
主
義
的
な

モ
デ
ル
へ
の
接
近
か
の
い
ず
れ
か
こ
つ
の
選
択
肢
と
な
る
。
社
会
・
経
済
的
要
因
も
考
慮
す
る
と
、
前
に
も
述
べ
た
よ
う
に
日
本
は
自

由
主
義
モ
デ
ル
へ
の
変
化
を
辿
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。

そ
の
理
由
と
し
て
、
第
一
に
社
会
民
主
主
義
モ
デ
ル
の
国
は
大
き
な
社
会
保
障
支
出
へ
の
国
民
の
強
い
コ
ン
セ
ン
サ
ス
が
条
件
で
あ

り
、
現
在
の
日
本
の
政
治
状
況
で
こ
の
よ
う
な
政
策
へ
向
け
て
の
国
民
的
コ
ン
セ
ン
サ
ス
を
作
り
出
こ
と
は
難
し
い
。
第
二
に
社
会
民

主
主
義
は
労
使
代
表
を
国
家
政
策
全
体
へ
の
協
力
と
団
体
相
互
間
の
妥
協
調
整
に
取
り
込
ん
だ
ネ
オ
・
コ
ー
ポ
ラ
テ
イ
ズ
ム
的
国
家
介

飴
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入
主
義
に
特
徴
が
あ
る
が
、
日
本
の
労
使
団
体
に
は
そ
の
利
害
調
整
と
社
会
統
合
能
力
に
欠
け
て
い
る
こ
九
百
加
茂
に
よ
れ
ば
、
日
本

向

M
M
-

の
体
制
は
欧
米
と
異
な
る
「
労
働
抜
き
の
コ
ー
ポ
ラ
テ
イ
ズ
ム
体
制
」
と
表
現
さ
れ
、
「
日
本
型
福
祉
国
家
は
、
大
企
業
労
使
逮
合
を

基
礎
と
し
た
自
由
主
義
勢
力
と
地
方
の
保
守
主
義
勢
力
を
包
括
す
る
自
民
党
政
権
の
下
で
、
自
由
主
義
モ
デ
ル
と
保
守
主
義
モ
デ
ル
の

性
格
を
併
せ
持
っ
た
も
の
と
し
て
形
成
さ
れ
色
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
第
三
に
女
性
解
放
運
動
の
主
目
的
は
家
父
長
制
を
告
発

す
る
こ
と
で
あ
り
、
個
人
単
位
の
社
会
は
そ
の
方
向
に
合
致
し
て
い
る
こ
と
。
第
四
に
日
本
型
福
祉
の
柱
で
あ
っ
た
家
族
福
祉
の
機
能

が
低
下
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
福
祉
社
会
化
か
市
場
に
よ
る
補
完
が
必
要
で
あ
る
こ
と
。
第
五
に
自
己
責
任
に
よ
り
市
場
か
ら
福
祉
サ
ー

ビ
ス
を
購
入
す
る
と
い
う
市
場
原
理
の
導
入
が
既
に
始
ま
っ
て
い
る
こ
と
。
ニ

O
O
O年
か
ら
開
始
さ
れ
た
介
護
保
険
制
度
は
、
自
己

負
担
と
社
会
保
険
方
式
で
運
用
さ
れ
、
公
的
負
担
を
抑
制
し
つ
つ
サ
ー
ビ
ス
契
約
は
個
人
が
判
断
し
て
選
択
を
す
る
と
い
う
シ
ス
テ
ム

が
採
用
さ
れ
た
。
こ
の
福
祉
国
家
体
制
に
お
け
る
自
由
主
義
的
ロ
ジ
ッ
ク
の
重
視
は
、
今
後
の
制
度
の
見
芭
し
に
も
影
響
を
与
え
て
い

く
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
第
六
に
、
小
泉
内
閣
の
所
信
表
明
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
「
年
金
、
医
療
、
介
護
に
つ
い
て
は
、
「
自
助

と
自
立
」
の
精
神
を
基
本
と
し
、
世
代
聞
の
給
付
と
負
担
の
均
衡
を
図
り
」
制
度
を
再
構
築
す
る
こ
と
を
目
指
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

以
上
の
こ
と
か
ら
、
日
本
の
社
会
保
障
制
度
の
再
構
築
は
、
保
守
主
義
モ
デ
ル
を
ペ

l
ス
に
し
つ
つ
も
、
社
会
民
主
主
義
モ
デ
ル
で

は
な
く
自
由
主
義
的
モ
デ
ル
へ
移
行
し
て
い
く
の
で
は
な
い
か
と
私
は
考
え
る
。
国
民
の
意
識
調
査
に
よ
る
と
一
般
的
に
男
性
や
高
齢

女
性
な
ど
に
性
別
役
割
分
担
の
変
更
に
つ
い
て
根
強
い
反
発
も
見
う
け
ら
れ
る
が
、
イ
ン
グ
ル
ハ

l
ト
等
の
研
究
に
も
見
ら
れ
る
よ
う

に
世
代
交
代
と
と
も
に
国
民
の
価
値
観
は
着
実
に
変
化
し
て
お
り
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
へ
の
寛
容
皮
が
高
ま
る
方
向
へ
変
化
し
て
い
る
こ
と

が
確
認
さ
れ
る
ご
と
か
ら
、
家
父
長
制
へ
の
再
婦
で
は
な
い
再
構
築
へ
の
変
化
を
強
く
予
測
さ
せ
る
。
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終
わ
り
に

こ
れ
ま
で
の
検
討
で
、
福
祉
国
家
体
制
が
ジ
ェ
ン
ダ
l
に
規
定
さ
れ
た
構
造
体
で
あ
る
と
い
う
こ
と
、
「
福
祉
国
家
の
危
機
」
以
降

の
再
編
が
ジ
ェ
ン
ダ
l
ギ
ャ
ッ
プ
を
必
ず
し
も
縮
小
す
る
方
向
へ
は
働
か
な
い
可
能
性
が
あ
る
と
い
う
こ
と
、
さ
ら
に
日
本
は
保
守
主

義
的
国
家
体
制
を
自
由
主
義
的
な
も
の
を
強
め
な
が
ら
福
祉
国
家
レ
ジ
ー
ム
を
変
化
さ
せ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。

ジ
ェ
ン
ダ
l
に
関
係
す
る
研
究
は
こ
れ
ま
で
主
に
女
性
学
や
社
会
学
の
分
野
で
取
り
扱
わ
れ
て
お
り
、
政
治
分
析
に
ジ
ェ
ン
ダ
l
の

視
点
を
使
う
こ
と
は
日
本
で
は
ま
だ
主
流
化
し
て
い
る
と
は
言
え
な
い
状
況
に
あ
る
。
そ
れ
は
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
の
視
点
に
対
す
る
偏
見

や
、
と
り
わ
け
男
性
に
と
っ
て
ジ
エ
ン
ダ
l
ギ
ャ
ッ
プ
の
問
題
自
体
が
主
体
的
に
重
要
な
政
治
課
題
と
な
り
え
る
と
認
識
さ
れ
て
こ
な

か
っ
た
歴
史
的
経
緯
で
も
あ
る
。
し
か
し
、
一
定
水
単
の
福
祉
国
家
が
形
成
さ
れ
た
後
の
比
較
福
祉
国
家
研
究
に
と
っ
て
、
家
族
と
市

場
と
国
家
を
つ
な
ぐ
ジ
エ
ン
ダ
l
の
視
点
は
重
要
な
分
析
視
角
に
な
る
と
考
え
る
。

こ
の
論
文
で
は
扱
え
な
か
っ
た
が
福
祉
国
家
体
制
を
考
え
る
上
で
重
要
な
変
数
と
し
て
、
女
性
や
高
齢
者
の
政
治
参
加
や
環
境
問
題

へ
の
姿
勢
な
ど
も
考
え
ら
れ
、
こ
れ
ら
の
イ
シ
ュ

l
に
つ
い
て
は
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

(
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同
言
。
s
E・
ω〉
の
開

2
5
8民
8
9
F
g
a
o
p
g∞∞・

G
・
エ
ス
ピ
ン
H
ア
ン
デ
ル
セ
ン
、
岡
沢
愈
笑
・
宮
本
太
郎
監
訳
『
福
祉

資
本
主
義
の
三
つ
の
世
界
l
比
較
福
祉
国
家
の
理
輪
と
動
態
』
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
二

O
o
-
-年。

(
2
)

ク
リ
ス
ト
フ
ァ
1
・
ピ
ア
ソ
ン
、
田
中
浩
・
神
谷
直
樹
訳
『
曲
が
り
角
に
き
た
福
祉
国
家
』
未
来
社
、
一
九
九
六
年
。

(
3
)

大
山
博
「
福
祉
国
家
研
究
の
課
題
」
大
山
博
・
炭
谷
茂
・
武
川
正
吾
・
平
岡
公
一
編
著
『
福
祉
国
家
へ
の
視
座
l
揺
ら
ぎ
か
ら
再
構

築
へ

l
』
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
ニ

O
O
O年
、
ニ
七
一

i
ニ
九
九
頁
、
な
ど
の
研
究
が
参
考
と
な
る
。

エ
ス
ピ
ン
H
ア
ン
デ
ル
セ
ン
の
福
祉
国
家
類
型
の
特
徴
を
ま
と
め
る
と
左
の
よ
う
に
な
る
。

(
4
) 

福祉国家類型とその社会保障の論理

エスピン=ア 保守主義(コー 自由主義 社会民主主義
ンデルセンの ポヲテイズム) モデル モデル
類型歯 モデル

ティトマスの 産業的業鍛逮 貧福窮祉的モデ俄ル余的) 制度的再分配
類型論 成福祉モデル モデル

代表的な国 フランス、ド アメリカ、イ スウェーデン

大イツなど欧州 ギリスなどの などのスカン
陸国 アングロサク ジナピア踏国

ソン系図

福祉国家の目 保労働障者の所得 貧困と失業の 平等、普遍的
的 緩和 再分配、所得

保障

基本原理 拠出性 選別主義 普遍主義

手法 社会保険 目的を定めて 再分配

該当要件 資格 必要性 市民植

給付請求原理 仕事 貧困 居住

給付金の構造 負担金や給与 所得調査を経 均一給付
に関連した比 た給付
倒した給付

社会保障の 雇用関係の 税 説
財政基盤 拠出金(保険

料)

社運会営保主体障の 共金庫精組な合ど、 国 園、地方自治
体

家父長制 家父長制化 脱家父長制化 脱家父長制化

労働の商品化 脱商品化 商品化 脱商品化
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説論

(5)

イ
ン
グ
ル
ハ

l
ト
『
静
か
な
る
革
命
|
政
治
意
織
と
行
動
様
式
の
変
化
』
東
洋
経
済
新
報
社
、
一
九
七
人
年
。

mog-色
宮
何
回

o
g
p

nRh宮
忍

g
s
h
a
h曲弘
S
R
&
h
a弘
容
守
皆
同
句
-Rte・同
V

江
口

8仲
s
c
a
g
a
q
p
g
ω
・
z
g
r
a
a
-
5
8・同
o
g
E

Z
包

oFω
畏
』
h
R常
き
宮
崎
帆

sash問
、
。
民
謡

a
s
-
-
Eき
s
h
n
R
E
S
F
N
r
s。
s
p
g
h刷、。町民
g
h
n
E
aと
お
お
句
。

S
S
9

-v
江
口

8
8ロ
CE40沼
山
守

3108・
zodq
旬
。
『

ω
3・
H@mwJ可・

(
6
)

伊
豆
ロ
句
〉

E
g
g
-
M
Z宮

M
S
S
司
司
容
。
、

S
S
3
E三
宮
町
な

SFO匂
-
a
F
3・8
・8
・

(
7
)
の
も

ω冨
伊
豆
ロ
伺
・
〉
ロ

e
g
g
-
ω
R
E同
国
語
お
札
ぬ
き
認
。
、
句
。
句
民
主
ま
マ
芝
陣
言
。
遺
言
・

0
民
o
a
c
E
s
a
q
p
g
p
z
g

d
p
u『

F
E∞P
M
M
M
M

・怠・芯・

G
・
エ
ス
ピ
ン

n
ア
ン
デ
ル
セ
ン
、
渡
辺
雅
男
、
渡
辺
景
子
訳
『
ポ
ス
ト
工
業
経
済
の
社
会
的
基
礎
|
市

場
・
福
祉
国
家
・
家
族
の
政
治
経
済
学
』
桜
井
書
底
、
ニ
O
O
O年
、
七
七

i
一
一
三
頁
。

(
8
)

エ
ス
ピ
ン
H
ア
ン
デ
ル
セ
ン
、
前
掲
書
、

M
箆
頁
。
日
本
語
版
の
序
文
で
、
ジ
ェ
ン
ダ
l
の
視
点
か
ら
の
批
判
に
対
す
る
再
考
を
記
述

し
て
い
る
。

(
9
)

渡
辺
博
明
「
ニ
ュ

1
・
ポ
リ
デ
ィ
ク
ス
と
ポ
ス
ト
福
祉
国
家
の
社
会
福
祉
」
賀
来
健
輔
・
丸
山
仁
編
著
『
ニ
ュ

l
・
ポ
リ
デ
ィ
ク
ス

の
政
治
学
』
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
ニ

O
O
O年
、
一
七
ニ

i
一
七
七
頁
。
ま
た
薮
野
は
、
政
府
・
市
場
・
社
会
の
関
係
か
ら
現
代
社
会

を
と
ら
え
な
お
す
試
み
を
行
っ
て
い
る
。
分
権
型
社
会
、
福
祉
社
会
化
な
ど
を
考
え
る
た
め
の
興
味
深
い
視
点
で
あ
る
。
薮
野
祐
三

「
「
社
会
主
義
」
と
「
社
会
の
主
義
」
の
狭
間
l
N
P
O
に
見
る
「
社
会
の
主
義
」
の
萌
芽
」
九
州
大
学
法
政
学
会
『
法
政
研
究
』
第
六

人
巻
第
一
号
、
ニ
O
一
i
ニ
ニ
O
頁。

(叩

)
k
g
g
R
O
R
s
d
q
o『
F
d『色
R
o
s
a
の

g
a
R
E
C包
-q
〉

Z
2
3
3
-
o

問、-
Z
U日目。

ω巴
図
的

g
q
a
a

e
s号
3.
認
g
w
弘
、
町
芯
句

Hag・
∞
〉
の
伺

E
e
z
g神戸
0
5・
F
o
a
o
P
E
S
-
8・∞
M
・
S
c・
北
明
美
「
ジ
ェ
ン
ダ
l
平
等
l
家
族
政

策
と
労
働
政
策
」
岡
沢
愈
芙
・
宮
本
太
郎
編
『
比
較
福
祉
国
家
論
|
揺
ら
ぎ
と
オ
ル
タ
ナ
テ
ィ
プ
』
法
律
文
化
社
、
一
九
九
七
年
、
一

七
人
i
ニO
四
頁
。

(
U
)

ロ
E
S
ω
邑

g
g
q・の
S
恐喝・

8
5
R
q
-
s
h楠

8
6
S詩
句

E
m
g
p
s
σ
江
島
問
。

c
a
s
a
q
p
g
p
p
B
V
E伺
0・
5
u∞・
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3
・
怠
・
芯

-
u
z
s
o
g
z毎
日
Fsdqo自
8
6
8向
田
宮

g.ωmoa巳
gmvgH
の
g
e
a出
向
口
町
田

o
g
z
g
o同
d
q
a
p
g
m
g
g
J

E
g
s
o
m
m
g
gミ
o
p
pミ
包
括
意
志
高
句
E
S・
8
・
0F・
3
・5
0・H
S・
フ
ラ
ン
ソ
ワ
H
グ
ザ
ヴ
ィ
エ
・
メ
リ
ア
ン
、

石
塚
秀
雄
訳
『
福
祉
国
家
』
白
水
社
、
ニ

O
O
一
年
、
一
一
七
頁
。

(
臼
)
大
沢
真
理
「
社
会
保
障
政
策
|
ジ
ェ
ン
ダ
1
分
析
の
試
み
」
毛
利
健
三
編
『
現
代
イ
ギ
リ
ス
社
会
政
策
史
』
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
一

九
九
九
年
、
九
人

i
九
九
頁
。

(
四
)
武
川
正
吾
『
社
会
政
策
の
中
の
現
代

1
福
祉
国
家
と
福
祉
社
会
』
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
九
九
年
、
一
五
六
i
一
六
O
頁。

(
M
)

岡
沢
愈
笑
「
コ
ン
セ
ン
サ
ス
・
ポ
リ
デ
ィ
ク
ス
の
機
能
と
構
造

l
商
負
担
社
会
の
政
治
・
行
政
」
丸
尾
直
美
・
塩
野
谷
祐
二
崩
『
先

進
諸
国
の
社
会
保
障
5

ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
』
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
九
九
年
、
八
七
頁
。

(
時
)
完
全
斑
用
政
策
を
公
共
セ
ク
タ
ー
の
仕
事
を
増
や
す
こ
と
で
達
成
し
、
教
育
・
福
祉
な
ど
に
多
数
の
女
性
が
従
事
す
る
よ
う
に
な
っ

た
。
一
方
、
民
間
セ
ク
タ
ー
な
ど
に
は
、
依
然
と
し
て
女
性
の
進
出
は
少
な
く
、
職
種
に
よ
る
ジ
ェ
ン
ダ
1
ギ
ャ
ッ
プ
は
大
き
い
。
岡

沢
愈
芙
・
宮
本
太
郎
錨
『
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク
』
早
稲
田
大
学
出
版
部
、
一
九
九
七
年
、
二
一
一

i
二
-
ニ
頁
。

(
時
)
宮
本
太
郎
・
『
福
祉
国
家
と
い
う
職
略
!
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
モ
デ
ル
の
政
治
経
済
学
』
法
律
文
化
社
、
一
九
九
九
年
、
七

0
1
一
O
九
頁

が
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
、
ア
メ
リ
カ
、
イ
ギ
リ
ス
、
ド
イ
ツ
の
人
口
問
題
と
福
祉
国
家
戦
略
に
つ
い
て
詳
し
い
。

(
げ
)
ロ

E
g
m
aロ
ωVEF--d『
o
g
g
.
m
g
a
g
8
6
ω
o
a巳
何
百

FZH
の
g
a包
括

g
g
g
a
o
g
o州
当
0
5
8
m
g
件。J
E
g
g
o

宮山口
ω
ぎ
弓

oa--Pお
母
司
法
梶
志
向
昔
、
。
句

H65
。司・

0
F・

s・5ω
・

(
問
)
埋
橋
孝
文
『
現
代
福
祉
国
家
の
国
際
比
較
l
日
本
モ
デ
ル
の
位
置
づ
け
と
展
望
』
日
本
評
論
社
、
一
九
九
七
年
、
一
五
人

1
一
六
O

頁。

(
印
)
意
織
閑
査
に
よ
る
と
、
理
想
の
子
供
は
三
人
と
い
う
の
が
一
番
多
い
が
、
現
実
に
は
特
殊
合
計
出
生
率
は
ニ

0
0
0年
で
一
・
四
三

で
あ
る
。
こ
の
格
差
は
、
子
育
て
へ
の
心
理
的
・
経
済
的
負
担
感
が
大
き
な
理
由
と
な
っ
て
い
る
。

フ
ラ
ン
ソ
ワ

n
グ
ザ
ヴ
ィ
エ
・
メ
リ
ア
ン
、
前
掲
替
、
一
一
七
頁
。
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説

(
幻
)
女
性
の
政
治
容
加
皮
に
つ
い
て
国
会
践
貝
に
お
け
る
女
性
践
員
の
比
率
で
比
較
す
る
と
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
四
ニ
・
七
%
を
錐
顕
に
、

デ
ン
マ
ー
ク
、
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
、
ノ
ル
ウ
ェ
イ
な
ど
ス
カ
ン
ジ
ナ
ピ
ア
諸
国
が
続
き
、
オ
ラ
ン
ダ
五
位
、
ド
イ
ツ
七
位
、
オ
ー
ス
ト
ラ

リ
ア
二
一
位
、
カ
ナ
ダ
ニ
七
位
、
イ
ギ
リ
ス
三
O
位
、
ア
メ
リ
カ
四
人
位
、
フ
ラ
ン
ス
五
七
位
、
日
本
七
九
位
と
な
っ
て
い
る
。
(
イ
ン

タ
ー
・
パ

l
ラ
メ
ン
タ
リ
l
・
ユ
ニ
オ
ン
、
ニ

O
O
O年
九
月
二
五
日
現
在
閑
査
)
。

(m)
武
川
、
前
掲
書
、
一
五
人

1
一
五
九
頁
。

(
お
)
民
主
化
の
過
程
に
お
け
る
ネ
オ
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
体
制
へ
の
密
化
が
ペ
ル
l
の
女
性
に
も
た
ら
し
た
階
層
化
の
事
例
研
究
は
、
体
制
褒

更
の
影
響
が
女
性
と
ひ
と
く
く
り
で
き
な
い
問
題
を
生
じ
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。
後
藤
政
子
「
ネ
オ
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
時
代
の
女
性

た
ち

l
ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
の
ケ
l
ス
」
神
奈
川
大
学
人
文
学
研
究
所
編
『
ジ
ェ
ン
ダ
l
ポ
リ
デ
ィ
ク
ス
の
ゆ
く
え
』
勤
草
書
房
、
二

O

O
一
年
、
ニ

O
二
1
二
O
五
頁
。

(M)

大
沢
真
理
「
労
働
の
ジ
ェ
ン
ダ
l
化
」
『
岩
波
講
座
現
代
社
会
学
日

ー一

O
六
頁
。

飴

ジ
エ
ン
ダ
1
の
社
会
学
』
、
岩
波
書
脂
、

一
九
九
五
年
、
人
五

(
お
)
サ
ー
ビ
ス
労
働
の
低
生
産
性
か
ら
、
こ
の
よ
う
な
社
会
サ
ー
ビ
ス
を
家
事
労
働
や
ポ
ラ
ン
タ
リ
1
ワ
l
ク
と
い
っ
た
無
償
労
働
に
依

存
す
る
と
、
労
働
の
再
商
品
化
を
進
め
る
可
能
性
が
あ
る
。
ま
た
供
給
源
を
女
性
に
頼
る
と
再
家
父
長
制
化
を
進
め
る
こ
と
に
つ
な
が

る。

(
お
)
武
川
、
前
掲
書
、
一
人

0
1
一
八
五
頁
。

(
幻
)
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
で
は
、
保
育
所
の
開
設
を
女
性
が
手
軽
に
で
き
る
よ
う
に
し
、
専
業
主
婦
の
た
め
に
雇
用
の
場
を
創
践
す
る
こ
と
と

保
育
所
施
政
の
充
実
と
い
う
こ
っ
の
目
的
を
達
成
し
た
。

丸
尾
直
美
『
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
経
済
と
福
祉

l
現
状
と
福
祉
国
家
の
将
来
』
中
央
経
済
社
、
一
九
九
二
年
、
三
二
頁
。

丸
山
仁
耳
新
し
い
政
治
」
へ
の
挑
戦
」
前
掲
『
ニ
ュ

l
・
ポ
リ
デ
ィ
ク
ス
の
政
治
学
』
、
二
人
頁
。

武
川
正
吾
「
福
祉
国
家
と
椙
祉
社
会
の
協
働
l
連
帯
と
承
認
を
め
ぐ
る
弁
証
法
」
前
掲
『
社
会
政
策
研
究
ニ
、
ニ
九

i
五
O
買。

(
お
)

(
却
)

(
叩
)
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(
幻
)

(
包
)

瀬
知
山
角
『
宮
市
ア
ジ
ア
の
家
父
長
制

l
ジ
ェ
ン
ダ
l
の
比
較
社
会
学
』
勤
草
書
房
、
一
九
九
六
年
。

二
宮
厚
美
「
ジ
ェ
ン
ダ
l
視
点
の
社
会
政
策
と
資
本
主
義
の
解
剖
」
傍
教
大
学
総
合
研
究
所
『
ジ
ェ
ン
ダ
l
で
社
会
政
策
を
ひ
ら
く
』

ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
一
九
九
九
年
、
九
一

i
一
三
ニ
頁
。

(
鈎
)
我
が
回
の
男
女
共
同
書
面
政
策
で
も
、
各
種
政
策
が
男
女
共
同
参
画
社
会
の
形
成
に
及
ぽ
す
影
響
力
に
つ
い
て
勘
案
す
る
必
要
が
あ

る
と
し
、
影
響
力
評
価
の
飼
査
が
霊
喪
視
さ
れ
て
き
て
い
る
。
総
理
府
「
男
女
共
同
書
面
に
及
ぼ
す
影
響
力
評
価
の
閑
査
」
、
平
成
一
二

年
=
一
月
。

(
斜
)
御
亙
由
美
子
『
女
性
と
政
治
』
新
僻
社
、
一
九
九
九
年
、
一
二
三

i
一
三
四
頁
。
岩
井
人
郎
・
真
鍋
倫
子
「
M
字
型
就
業
パ
タ
ー
ン

の
定
着
と
そ
の
意
味
」
盛
山
和
夫
編
『
日
本
の
階
層
シ
ス
テ
ム
4
ジ
エ
ン
ダ
l
・
市
場
・
家
族
』
東
京
大
学
出
版
会
、
ニ
O
O
O年、

六
七
i
九
一
頁
。

(
お
)
加
茂
利
男
『
日
本
型
政
治
シ
ス
テ
ム

l
集
権
構
造
と
分
権
改
革
』
有
斐
問
、
一
九
九
三
年
、
六
0
1六
一
買
。

(
鉛
)
男
女
共
同
参
画
審
議
会
『
男
女
共
同
参
画
基
本
計
画
策
定
に
当
た
っ
て
の
基
本
的
な
考
え
方
|
二
一
世
紀
の
最
重
要
探
題
』
、
ニ
O
O

O
年
九
月
。

(
釘
)
総
理
府
『
男
女
共
同
拳
函
基
本
計
直
、
ニ
O
O
O年
=
一
月
。

(
お
)
二
O
O
O年
一
二
月
の
全
国
都
道
府
県
に
対
す
る
基
本
計
画
説
明
会
館
で
総
理
府
男
女
共
同
参
画
室
長
が
農
家
の
家
族
経
営
協
定
締

結
の
推
進
を
農
水
省
は
行
っ
て
い
る
が
、
自
民
党
の
反
対
で
計
画
に
は
入
れ
ら
れ
な
か
っ
た
と
発
言
。
夫
婦
別
姓
に
つ
い
て
も
自
民
党

内
の
反
対
が
根
づ
よ
い
。

(
鈎
)
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
に
対
す
る
公
の
識
論
は
人
権
に
否
定
的
な
立
場
を
連
想
さ
せ
る
よ
う
で
あ
り
少
な
い
。
し
か
し
、
地
方
融
会
で
の
職

飴
や
保
守
主
義
的
雑
誌
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
な
ど
に
散
見
さ
れ
る
。
個
人
単
位
の
社
会
化
へ
の
反
飴
と
し
て
、
林
道
義
『
フ
ェ
ミ
ニ

ズ
ム
の
害
事
』
草
思
社
、
一
九
九
九
年
な
ど
が
あ
る
。

(
m
w
)

『
朝
日
新
聞
』
ニ
O
O
一
年
五
月
人
目
。
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説飴

(
剖
)
男
女
共
同
参
画
審
議
会
、
前
掲
書
、
人
頁
。
総
理
府
、
前
掲
書
、
一
人
頁
。

(
必
)
阪
野
智
一
「
社
会
民
主
主
義
」
西
川
知
一
編
『
比
較
政
治
の
分
析
枠
組
』
ミ
ネ
ル
ヴ
ア
書
房
、
一
九
八
六
年
、
二
四
五
頁
。

(
必
)
加
茂
、
前
掲
骨
、
六
六
頁
。

(
川
嶋
)
宮
本
、
前
掲
書
、
ニ
七
六
頁
。
日
本
型
福
祉
国
家
は
、
経
済
成
長
の
果
実
を
、
福
祉
政
策
で
は
な
く
、
公
共
事
業
や
保
健
・
規
制
に

よ
る
庖
用
創
出
に
よ
り
再
分
配
す
る
と
い
う
特
徴
を
持
っ
て
い
た
。
ま
た
日
本
の
保
守
主
義
は
、
福
祉
国
家
を
地
域
や
家
庭
の
伝
統
を

壊
す
も
の
と
し
て
捉
え
て
い
た
。

(
必
)
上
野
良
也
「
性
別
・
年
齢
別
集
団
と
政
治
参
加
」
九
州
大
学
政
治
学
研
究
室
『
政
治
研
究
』
四
七
号
、
四
六
頁
は
、
熊
本
県
民
の
意

臨
調
査
に
よ
り
、
ジ
ェ
ン
ダ
フ
リ
I
の
考
え
方
に
対
す
る
ジ
ェ
ネ
レ
ー
シ
ョ
ン
・
ギ
ャ
ッ
プ
の
存
在
に
つ
い
て
歯
じ
て
い
る
。
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